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労働基準法とは
労働者が人たるに値する生活を営むには、法律による最低労働基準の設定が不可欠です。労働基準法は最

低労働基準を定める最も基本的な法律で、昭和22年に制定され現在に至っています。

労働基準法の適用範囲は
労働基準法が適用される労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用され、賃金を支払われ

る者をいいます。

労働者であれば、いわゆる正社員だけでなく、臨時、パートタイマー、アルバイト等、その名称にかかわ
らず適用があります。外国人労働者についても国内で働く以上適用があります。
また、派遣労働者は派遣元の労働者として適用されるほか、特例として、一部派遣先の労働者としての適

用もあります。

労働基準法が適用除外となるのは
同居の親族のみを使用する事業場、家事使用人については適用がありません（第116条）。また、公務員、

船員については適用が除外され、また、一部制限が設けられています。

労働基準法では最低労働基準の履行確保のため
１．この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効であり、無効と

なった部分は、この法律で定める基準によることとしています（第13条）。

２．労働者は、この法律に違反する事実がある場合には、労働基準監督機関に申告することができるとして

おり、使用者は労働者がこの申告をしたことを理由として解雇等不利益な取扱いをしてはならないとして

います（第104条）。

３．ほとんどの条文に、違反した使用者に対する罰則規定を設けています（第117条〜第120条）。また、

違反の行為者だけではなく、違反の防止を怠った法人など事業主に対しても、両罰規定により処罰する規

定を設けています（第121条）。

労働基準法は憲法第25条（生存権）及び第27条（労働権）に基づく労働条件の基準を定めています。

労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければなりません。ま

た、この法律で定める労働条件の基準は最低のものですから、労働関係の当事者は、この基準を理由として

労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければなりません。

労働条件は、労使対等の立場において決定すべきです。

また、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなけ

ればなりません。

は じ め に

労働条件の原則 　（第１条）

労働条件の決定 　（第２条）
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労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取

扱をしてはなりません。

また、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはなりません。

● 強制労働の禁止
労働者本人の意思に反して労働を強制してはなりません。たとえば、「退職するなら貸付金を返せ。」な

どと脅かして働かせることや、「ノルマを達成するまで帰さない。」などとして不当に拘束して働かせるよ

うなことはしてはいけません。（第５条）

● 中間搾取（ピンハネ）の排除
何人も、法律で許される場合の外は、業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません。（第６条）

● 賠償予定額の禁止
労働契約の不履行について、あらかじめ違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはいけま

せん。たとえば、「途中で辞めたら違約金を払う」「会社に損害を与えたら100万円払う」などの契約は

無効です。しかし、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでは禁止され

ていません。（第16条）

● 前借金相殺の禁止
前借金その他労働することが条件の前貸の債権と賃金を相殺してはなりません。たとえば、採用すると

きに貸し付けた支度金を賃金から一方的に控除するようなことはしてはいけません。（第17条）

● 強制貯蓄の禁止
労働契約に付随して第三者と貯蓄の契約をさせること、又は使用者に貯蓄金を管理させる契約をしては

なりません。なお、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合には、労使協定の締結・届

出、規程の作成、利子の支払いなどが必要です。（第18条）

平均賃金は、労働基準法において、解雇予告手当（第20条）や休業手当（第26条）などの算定に広く用

いられており、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前３か月間にその労働者に対し支払われ
た賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。ただし、その金額は、次のイ）、ロ）の計算
金額（最低保障額）を下ってはなりません。

イ）日給制・時間給制又は出来高払制その他請負制によって定められている場合においては、賃金の総額
をその期間中に労働した日数で除した金額の100の60

ロ）賃金の一部が、月給制など一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期
間の総日数で除した金額とイ）の金額の合算額（例．月給制の賃金と出来高払制の賃金が併給されてい

る場合など）

★算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。

★賃金総額には、臨時に支払われた賃金及び３ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金などは算入しません。

★雇入後３か月に満たない場合の算定期間は、雇入後の期間となります。

均等待遇及び男女同一賃金の原則 　（第３条、第４条）

前近代的拘束の排除 　（第５条、第６条、第16〜第18条）

平均賃金 　（第12条）
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● 労働契約に期間を定める場合の期間の上限は原則３年
原則として、労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定め

るもののほかは、３年を超えてはなりません。
なお、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、期間が１年を超える有期労働契約を締結し

た労働者（下記「専門知識等を有する者等、満60歳以上の者」に該当する労働者は除く）で、労働契約

の期間の初日から１年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職するこ

とができます。

● 高度な専門的知識等を有する者や満60歳以上の者との労働契約期間の上限は５年
高度の専門的な知識、技術又は経験（以下「専門知識等」といいます。）を有する者や、満60歳以上の

者と有期労働契約を締結する場合の契約期間の上限は５年です。
なお、専門的知識等を有する者と、期間が３年を超える労働契約を締結する場合は、その専門的知識等

を必要とする業務を行なわせることが必要です。

また、高度の「専門的知識等」を有する者とは、厚生労働大臣が定める基準によって、博士の学位を有

する者、公認会計士、医師などが該当します。

● 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずべき措置につい

て、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされ、これに基づき厚生労働大臣が「有期労働契約
の締結、更新及び雇止めに関する基準」を制定しています。

労働契約期間及び有期労働契約について 　（第14条、第137条）

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の概要
使用者は、
①　有期労働契約者に対して、契約の締結時に契約更新の有無を、また、契約を更新する場合がある
ときは、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を明示しなければなりません。

②　契約更新を３回以上していたり、又は１年を超えて継続して雇用している有期契約労働者につい
て、雇止めをする場合には、少なくとも30日前に予告しなければなりません。

③　労働者が、雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付しなければなり
ません。

④　契約の更新により１年を超えて継続して雇用している有期契約労働者と契約更新する場合には、
契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなり
ません。

雇止めについて解雇と同様に判断するとされた例
「本件各労働契約は、期間の満了ごとに当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的
に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、本件各雇止めの意思表示は右のよう
な契約を終了させる趣旨のもとにされたのであるから、実質において解雇の意思表示にあたり、本
件各雇止めの判断に当たっては解雇に関する法理を類推すべきである」

（最高裁第一小法廷　昭和45年（オ）第1175号　昭和49年７月22日判決）
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● 書面による交付
労働者を採用する場合には、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。

● 労働条件が相違する場合
明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます。そ

の際、就業のため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要

な旅費を負担しなければなりません。

労働条件の明示 　（第15条）

①　労働契約の期間に関する事項
②　就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③　労働時間、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並び
に労働者を２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

④　賃金、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑤　退職に関する事項（解雇の事由を含む）
⑥　退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手
当の支払いの時期に関する事項

⑦　臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関する事項
⑧　労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑨　安全及び衛生に関する事項
⑩　職業訓練に関する事項
⑪　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑫　表彰及び制裁に関する事項
⑬　休職に関する事項

★　①〜⑤までの事項については、④のうち昇給に関する事項を除き、すべての場合に必ず書面を交付す
る方法で明示する必要があります。なお、この他、パートタイム労働者を雇い入れた場合は、①昇給の
有無、②退職金の有無、③賞与の有無について、文書の交付等により明示しなければなりません。（パー
トタイム労働法第６条）

★　⑥〜⑬までの事項については、そのような事項についての定め（慣行になっている場合も含みます）
がある場合に明示する必要があります。

★　有期労働契約を締結する場合には、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、
「契約更新の有無」、契約を更新する場合があると明示したときは、契約を更新する場合がある又は更新
しない場合の判断基準を明示しなければなりません。

★　限度基準が適用される事業又は業種の場合で時間外労働の限度基準を超える特別条項付き協定を締結
している場合は、時間外労働の割増率が25％を超えるように努めて下さい。（限度基準第３条第３項）

★　中小企業を除く事業で月の時間外労働時間数が60時間を超える場合には、割増率を50％以上としな
ければなりません。（第37条）

★　次頁に「労働条件通知書（一般労働者用；常用、有期雇用型）」のモデル様式を示しますので、参考
にして下さい。また、労働条件通知書のモデル様式は、この他にも、一般労働者用（日雇型）、建設労働
者用（常用、有期雇用型）、建設労働者用（日雇型）、林業労働者用（常用、有期雇用型）、林業労働者用（日
雇型）、短時間労働者・派遣労働者用（常用、有期雇用型）、派遣労働者用（日雇型）が定められていま
すので、必要な場合は宮城労働局労働基準部監督課又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
　　なお、労働条件通知書のモデル様式は、宮城労働局のホームページからもダウンロードできます。

明示しなければならない事項

留　意　点
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解雇の効力 　（労働契約法第16条、男女雇用機会均等法第９条）

● 労働契約法第16条

これは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として、是認
されない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」（昭和50年４月25日判決　最
高裁第二小法廷　昭和43年（オ）第499号　日本食塩製造事件）と最高裁判所において判示され、その後
の判例においても踏襲されて、解雇に関する一般的なルールとして確立されている「解雇権濫用法理」を明
確にしたものです。
整理解雇する場合には、次の要件（整理解雇の四要件）が必要であるとされています。

● 男女雇用機会均等法第９条

以下は法律でそもそも解雇が禁止されているものです。

解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用した
ものとして、無効となります。

妊娠中、産後１年以内の女性労働者に対する解雇は、「妊娠・出産、産前産後休業取得等による解雇
でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。

①　人員削減の必要性（特定の事業部門の閉鎖の必要性）
②　人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性（解雇回避のために配置転換等をする余
地がないこと）

③　解雇対象の選定の妥当性（選定基準が客観的、合理的であること）
④　解雇手続の妥当性（労使協議等を実施していること）

（東京高裁　昭和51年（ネ）第1028号　昭和54年10月29日判決等）

①　業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇（労働基準法第19条）
②　産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇（労働基準法第19条）
③　国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇（労働基準法第３条）
④　労働者が労働基準監督署に対して申告をしたことを理由とする解雇（労働基準法第104条）
⑤　労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇（労働組合法
第７条）

⑥　性別を理由とする解雇及び女性労働者に対する婚姻、妊娠、出産、産前産後休業の申出・取得等
を理由とする解雇（男女雇用機会均等法第６条、第９条）

⑦　育児休業、介護休業、子の看護休暇及び介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜
業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理由とする解雇（育児・介護休業法
第10条、第16条、第16条の４、第16条の７、第16条の９、第18条の２、第20条の２、第23
条の２及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との
両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針第２の11（平成21年厚生労
働省告示第509号））

解雇の禁止 　（第19条など）
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● 手続きにより解雇予告等が除外される場合
①　天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受
けたとき。

②　労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
なお、この認定は、解雇の意思表示をする前に受けるのが原則です。例）横領・傷害事件、２週間以

上の無断欠勤など

● もともと解雇予告等が除外されている場合（第21条）
①　日々雇い入れられる者
②　２か月以内の期間を定めて使用される者
③　季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者
④　試の使用期間中の者

★　どのような場合に解雇するかなど解雇に関することは、労働条件の重要な事項です。
このため、解雇・退職・定年制等に関する事項については、就業規則に定めて労働者に周知しなければ

なりません。（第89条、第106条）
★　事業主は労働者の離職の翌日から起算して10日以内に、公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪
失届を提出し、離職票の交付を受け、それを労働者に渡さなければなりません（雇用保険法施行規則第７
条及び17条）。
★　30人以上の離職者が生ずる場合には、公共職業安定所長に大量雇用変動の届出をしなければなりませ
ん（雇用対策法第27条）。

労働者の退職・解雇・死亡等の場合には、次の措置を取ることが必要です。（第22条）

● 退職時等証明
労働者が①使用期間、②業務の種類、③当該事業における地位、④賃金、⑤退職の事由（解雇の場合は

その理由も含む）について証明書（退職証明書）の交付を請求した場合には、使用者は遅滞なく交付しな
ければなりません。

● 解雇理由証明
労働者が、解雇の予告をされた日から退職の日までに、解雇の理由についての証明書（解雇理由証明書）

を請求した場合には、使用者は、遅滞なく交付しなければなりません。ただし、解雇の予告がされた日以
後に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したときは、使用者は、その労働者の退職の日以後、この
証明書を交付する必要はありません。

を超えて引き続き使
用されている場合に
は、解雇予告または
解雇予告手当の支払
いが必要となります。

た
だ
し

１ヵ月

各 々 の
契約期間

14日

退職時等の措置 　（第22条、第23条）

なお、上記の退職証明書、解雇理由証明書には労働者が請求しない事項を記入してはなりません。
※退職証明書、解雇理由証明書のモデル様式（12頁参照）は、宮城労働局ホームページからダウンロー
ドできます。

やむを得ず解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、
　イ　少なくとも30日前に解雇の予告
　　　　　　　　若しくは
　ロ　予告を行わない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い
のいずれかの手続を行わなければなりません。（第20条）

解雇の手続 　（第20条など）
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● 賃金支払いの５原則
賃金は、労働者にとって、重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。
このため、賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月１回以上、⑤一定期日を定めて支払

わなければなりません。

● 最低賃金以上の賃金の支払い
労働契約においては、最低賃金以上の賃金の定めを行った上で、最低賃金以上の賃金を支払わなければ

なりません。最低賃金には全ての労働者に適用される地域別最低賃金（各都道府県ごとに定められてい
る）と特定の業種の労働者に適用される産業別最低賃金（各都道府県ごとに異なる）があります。
最低賃金に満たない賃金の定めをしたものは、満たない部分は無効となり、適用される最低賃金と同様

の定めをしたものとみなされます。

● 賃金の口座振込
口座払いによる支払いは、労働者の同意を得て、当該労働者の指定する本人の預貯金口座に振り込むこ

とができます。

● 賃金からの控除の制限
賃金からの控除は、税金・社会労働保険料等法令に定めがある場合と、社宅費・社内預金等事理明白な

ものを対象とした労使協定がある場合などに限られます。例えば、労働者に対して損害賠償を求めるとし
て、請求額を控除して支払うことは違反となります。

退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、また、社内預金は労働者の貴重な貯蓄で
すので、万一、企業が倒産した場合であっても、労働者にその支払いや返還が確実になされなければなりま
せん。
このため、社内預金制度を行う場合は、確実な支払等のための保全措置を講じなければなりません。また、
退職金制度を設けている場合は、労働者全員が退職した場合の退職金額の１／４に相当する額について、保
全措置を講ずるよう努めなければなりません（賃金の支払の確保等に関する法律第３条、第５条）。

企業が「倒産」したために定期賃金或いは退職金が支払われない退職労働者に対して、その未払となって
いる定期賃金あるいは退職金（以下「未払賃金」という。）の一定範囲について、独立行政法人労働者健康
福祉機構が事業主に代わって支払う制度が設けられています。
立替払いの対象となる未払賃金は、退職日の６か月前の日以降に支払期日が到来している未払賃金です。
立替払いの額は未払賃金総額の100分の80ですが、退職日の年齢の区分に応じて上限が定められています。
なお、立替払いを受けるための手続は、倒産の区分等に応じて異なりますので、あらかじめ最寄りの労働基
準監督署にご相談ください。（賃金の支払の確保等に関する法律第７条）

退職金・社内預金の確実な支払い等

未払賃金の立替払制度

最低賃金以上の確実な賃金の支払い 　（第24条、最低賃金法第４条）

● 金品の返還
労働者（死亡の場合は相続人）から請求があった場合、本人の権利に属する賃金その他の金品を７日以

内に支払い、返還しなければなりません。（第23条）
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会社側の都合（使用者の責に帰すべき事由）により所定労働日に労働者を休業させた場合には、休業させ
た日について、少なくとも平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。

休業手当の支払い 　（第26条）

● 労働時間とは
労働時間とは、拘束時間（始業時刻から終業時刻までの時間）から休憩時間を除いた時間です。
この労働時間は、使用者の指揮監督下にある時間をいい、必ずしも実際に作業に従事していることは要

しません。したがって、使用者からの指示があればいつでも対応できるように待機している時間（手待時
間）も労働時間になります。
労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」とがありますが、「法定労働時間」とは労働基準法

に定められている１週40時間、１日８時間（特例措置対象事業場は１週44時間）の定めをいい、「所定
労働時間」とは各事業場が就業規則などで定めた勤務時間、すなわち、所定の始業時刻から終業時刻まで
の時間から休憩時間を除いた時間をいいます。
　　　　　　この労働時間の考え方を図で示すと以下のようになります。

● 労働時間制度のあらまし
★法定労働時間
所定労働時間は、法定労働時間である１日８時間以内、かつ、１週40時間（特例措置対象事業場は

44時間）以内とすることが必要です。

★変形労働時間制
業務の繁閑等に応じて、特定の日、或いは特定の週により多くの労働時間を配分しつつ、一定の期間

を平均すれば当該時間以内となるような変形労働時間制を採用することもできます。変形労働時間制
は、社会経済情勢の変化に対応するとともに、週休２日制の普及、年間休日の増加、業務の繁閑に応じ
た労働時間の配分を行うことによって、労働時間を短縮することを目的とするもので、①１ヵ月単位の
変形労働時間制、②１年単位の変形労働時間制、③フレックスタイム制、そして④１週間単位の非定型
的変形労働時間制が認められています。

★事業場外労働及び裁量労働制
また、①事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定するこ

とが困難な業務については「みなし労働時間制」、②業務の遂行の手段や配分に関して具体的な指示を

労働時間制度

９：00       12：00   13：00         17：00  18：00      20：00 

  〔1時間〕 
〔２時間〕

〔1時間〕 

所定労働時間（休憩時間を除く）［７時間］

法定労働時間（休憩時間を除く）［８時間］

拘  束  時  間 

参　考
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法定労働時間

①　事業場外のみなし労働時間制（第38条の２）
労働時間の把握が困難な事業場外の労働について「所定労働時間」、または「労使協定」で定めた「通常必要とされる時間」を労働したもの

とみなす制度
②　専門業務型裁量労働制（第38条の３）

業務遂行の手段や配分に関して具体的指示をしない次の業務で、労使協定で定めた時間を労働したものとみなす制度〜新商品の研究開発、情
報システムの分析設計、取材編集、デザインの考案の業務、プロデューサー・ディレクター、コピーライター、公認会計士、弁護士、建築士、
不動産鑑定士、弁理士等

③　企画業務型裁量労働制（第38条の４）
事業の運営上の重要な決定が行われるなど「企画・立案・調査及び分析業務」に従事する労働者について、労使委員会の設置、決議により、

労使合意により定めた労働時間数を働いたものとみなす制度

①　１ヵ月単位の変形労働時間制（第32条の２）
就業規則で規定、または労使協定を締結・届出して、１ヵ月以内の一定の期間を平均して１週間当たりの所定労働時間を週40

時間（特例事業場は44時間）以下とする制度
②　１年単位の変形労働時間制（第32条の４）

季節によって業務に繁閑の差があり、繁忙期には相当の時間外労働が生ずる一方、閑散期には所定労働時間に見合うだけの仕事
がない事業場などにおいて、労使協定を締結・届出するなどして、１年以内の一定の期間を平均して所定労働時間を週40時間以
下とする制度

③　フレックスタイム制（第32条の３）
労使協定を締結するなどして、１日の所定労働時間の長さを固定せずに１ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定め、その範囲

で労働者が出退勤を自主的に決定して労働する制度
④　１週間単位の非定型的変形労働時間制（第32条の５）

規模30人未満の小売、旅館、料理店、飲食店の事業において、労使協定を締結・届出することにより、あらかじめ１週間の各
日の労働時間を労働者に書面通知することで１週40時間の範囲内で１日10時間まで労働させることができる制度

特例措置対象事業場（次頁★参照）
１日８時間１週44時間

変形労働時間制

法定労働時間を超える場合
①　労使協定（36協定）による場合
　　（時間外労働・休日労働に関する協定の締結届が必要です。）
②　災害等による臨時の必要性がある場合
　　（第33条許可・届出が必要です。）

時間外労働
法定労働時間は、休憩時間を除き１日８時間、
１週40時間以内（第32条）

月の日数 法定労働時間の
総　　　　　枠

１　日　の　所　定　労　働　時　間
８時間 ７時間45分 ７時間40分 ７時間30分 ７時間20分 ７時間15分 ７時間

28日 160.0時間 ８日 ８日 ８日 ７日 ７日 ６日 ６日
29日 165.7時間 ９日 ８日 ８日 ７日 ７日 ７日 ６日
30日 171.4時間 ９日 ８日 ８日 ８日 ７日 ７日 ６日
31日 177.1時間 ９日 ９日 ８日 ８日 ７日 ７日 ６日

月の日数 法定労働時間の
総　　　　　枠

１　日　の　所　定　労　働　時　間
８時間 ７時間45分 ７時間40分 ７時間30分 ７時間20分

365日 2085.7時間 105日 96日 93日 87日 85日
366日 2091.4時間 105日 97日 94日 88日 86日

１ヵ月単位の変形労働時間制により週40時間労働制を採る場合の月間休日日数参　考

１年単位の変形労働時間制により週40時間労働制を採る場合の年間休日日数参　考

しない法定の業務で、労使協定で定める時間を労働したものとみなす「専門業務型裁量労働制」、③事
業の運営上の重要な決定が行われるなど「企画・立案・調査及び分析業務」に従事する労働者について、
労使委員会の設置・決議により、労使合意により定められた労働時間数を働いたものとみなす「企画業
務型裁量労働制」が認められています。

10 11



★　適用除外（第41条）
農畜産業、水産業の事業に従事する者、いわゆる管理監督者、機密の事務を取り扱う者、行政官庁の許

可を受けた監視又は断続的労働に従事する者については、上記の労働時間、休憩、休日に関する規定が適
用されません。
但し、管理監督者等については、その該当要件がきわめて狭く解釈されています。詳しくは、25ペー

ジをご覧下さい。
★　特例措置対象事業場
常時使用する労働者数が９人以下の小売業・卸売業、保健衛生業、接客娯楽業、映画・演劇業（映画製

作の事業を除く。）

● 変形労働時間制の留意点

● １年単位の変形労働時間制の主な留意点
★対象労働者の範囲
対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。

途中入社、退職者の実労働期間（法定割増賃金を支払わなければならない場合を除く）が次の計算式
による時間数を超えた場合は、その超えた時間数について割増賃金を支払う必要があります。

★労働時間の特定
１年単位の変形労働時間制の導入に当たり、１ヵ月以上の期間ごとに対象期間を区分し
た場合、各期間の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要がありますが、
最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された
各期間の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を労働者の代表の同意を得て、
書面に特定すればよいこととなっています。なお、特定された労働日及び労働日ごとの労
働時間を変更することはできません。

１ヵ月単位の
変形労働時間制

１年単位の
変形労働時間制

フレックス
タイム制

１週間単位の非定型的
変形労働時間制

変形労働時間制についての労使協
定の締結 ○※１ ○ ○ ○

労使協定の監督署への提出 ○※1 ○ ○

特定の事業・規模のみ 労働者数30名未満の小売業・
旅館・料理店・飲食店

労
働
時
間
・
時
刻
な
ど

休日の付与日数 週１日または４週４日 週１日 週１日または４週４日 週１日
１日の労働時間の上限 10時間 10時間
１週の労働時間の上限 52時間

１週平均の労働時間 40時間
（特例事業場は44時間） 40時間 40時間

（特例事業場は44時間） 40時間

時間・時刻は会社が指示 ○ ○ 出勤・退勤時刻は
労働者個人の選択制 ○

予め就業規則で時間・日を明記 ○ ○
就業規則変更届の提出（10名以上） ○ ○ ○ ○

※１　就業規則への定めもしくは労使協定（次頁参照）の締結のいずれかにより採用できます。
注）年少者（満18歳未満）、妊産婦については変形労働時間制の適用は一定の制限があります。

本人の
実労働時間

法32条の４の２の規定により割増賃金を支払う時間

＝ − −法第37条の規定により
割増賃金を支払う時間

実労働期間における
法定労働時間の総枠

※実労働期間における法定労働時間の
総枠の計算は、
（実勤務期間の暦日数÷７）×40時間
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≪１箇月単位の変形労働時間制に関する協定届≫

≪退職証明書・解雇理由証明書（モデル様式）≫

★上記の「変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」欄に、単に「別紙勤務表のとおり」と記載され
ていますが、届出に当たっては、具体的な各日及び各週の労働時間・休日が特定される資料又は協定書の写等を
添付して下さい。
★「１箇月単位の変形労働時間制に関する協定届」の様式は宮城労働局ホームページからダウンロードできます。

退 職 証 明 書（モデル様式） 

       殿

 以下の事由により、あなたは当社を    年    月    日に退職した

ことを証明します。 

                         年    月    日 

             事業主氏名又は名称 

             使 用 者 職 氏 名             ○印  

 

 

① あなたの自己都合による退職 （②を除く。） 

② 当社の勧奨による退職 

③ 定年による退職 

④ 契約期間の満了による退職 

⑤ 移籍出向による退職 

⑥ その他（具体的には                  ）による退職 

⑦ 解雇（別紙の理由による。） 

 

 

 

 

※ 該当する番号に○を付けること。 

※ 解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の「（別紙の理由

による。）」を二重線で消し、別紙は交付しないこと。 

別 紙 

ア 天災その他やむを得ない理由（具体的には、 

 

        によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇

 

イ 事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、 

 

                        となったこと。）による解雇

 

ウ 職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

エ 業務についての不正な行為具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

オ 相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること 

（具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

カ その他（具体的には、 

 

                          したこと。）による解雇

 

※ 該当するものに○を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

解 雇 理 由 証 明 書（モデル様式） 

 

※１ 該当するものに○を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

※２ 就業規則の作成を義務付けられている事業場においては、上記解雇理由の記

載例にかかわらず、当該就業規則に記載された解雇の事由のうち、該当するも

のを記載すること。 

            殿 

 当社が、   年   月   日 付けであなたに予告した解雇については、

以下の理由によるものであることを証明します。 

 

                       年    月    日 

 

             事業主氏名又は名称 

             使 用 者 職 氏 名             ○印

 

〔解雇理由〕※１、２ 

１ 天災その他やむを得ない理由（具体的には、 
 

        によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇

２ 事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、 
 

                        となったこと。）による解雇

３ 職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが 
 

                          したこと。）による解雇

４ 業務についての不正な行為（具体的には、あなたが 
 

                          したこと。）による解雇

５ 勤務態度又は勤務成績が不良であること。（具体的には、あなたが 

 
 

                          したこと。）による解雇

６ その他（具体的には、 
 

                          したこと。）による解雇

退 職 証 明 書（モデル様式） 

       殿

 以下の事由により、あなたは当社を    年    月    日に退職した

ことを証明します。 

                         年    月    日 

             事業主氏名又は名称 

             使 用 者 職 氏 名             ○印  

 

 

① あなたの自己都合による退職 （②を除く。） 

② 当社の勧奨による退職 

③ 定年による退職 

④ 契約期間の満了による退職 

⑤ 移籍出向による退職 

⑥ その他（具体的には                  ）による退職 

⑦ 解雇（別紙の理由による。） 

 

 

 

 

※ 該当する番号に○を付けること。 

※ 解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の「（別紙の理由

による。）」を二重線で消し、別紙は交付しないこと。 

別 紙 

ア 天災その他やむを得ない理由（具体的には、 

 

        によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇

 

イ 事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、 

 

                        となったこと。）による解雇

 

ウ 職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

エ 業務についての不正な行為具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

オ 相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること 

（具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

カ その他（具体的には、 

 

                          したこと。）による解雇

 

※ 該当するものに○を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

解 雇 理 由 証 明 書（モデル様式） 

 

※１ 該当するものに○を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

※２ 就業規則の作成を義務付けられている事業場においては、上記解雇理由の記

載例にかかわらず、当該就業規則に記載された解雇の事由のうち、該当するも

のを記載すること。 

            殿 

 当社が、   年   月   日 付けであなたに予告した解雇については、

以下の理由によるものであることを証明します。 

 

                       年    月    日 

 

             事業主氏名又は名称 

             使 用 者 職 氏 名             ○印

 

〔解雇理由〕※１、２ 

１ 天災その他やむを得ない理由（具体的には、 
 

        によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇

２ 事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、 
 

                        となったこと。）による解雇

３ 職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが 
 

                          したこと。）による解雇

４ 業務についての不正な行為（具体的には、あなたが 
 

                          したこと。）による解雇

５ 勤務態度又は勤務成績が不良であること。（具体的には、あなたが 

 
 

                          したこと。）による解雇

６ その他（具体的には、 
 

                          したこと。）による解雇

退 職 証 明 書（モデル様式） 

       殿

 以下の事由により、あなたは当社を    年    月    日に退職した

ことを証明します。 

                         年    月    日 

             事業主氏名又は名称 

             使 用 者 職 氏 名             ○印  

 

 

① あなたの自己都合による退職 （②を除く。） 

② 当社の勧奨による退職 

③ 定年による退職 

④ 契約期間の満了による退職 

⑤ 移籍出向による退職 

⑥ その他（具体的には                  ）による退職 

⑦ 解雇（別紙の理由による。） 

 

 

 

 

※ 該当する番号に○を付けること。 

※ 解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の「（別紙の理由

による。）」を二重線で消し、別紙は交付しないこと。 

別 紙 

ア 天災その他やむを得ない理由（具体的には、 

 

        によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇

 

イ 事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、 

 

                        となったこと。）による解雇

 

ウ 職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

エ 業務についての不正な行為具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

オ 相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること 

（具体的には、あなたが 

 

                          したこと。）による解雇

 

カ その他（具体的には、 

 

                          したこと。）による解雇

 

※ 該当するものに○を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

解 雇 理 由 証 明 書（モデル様式） 

 

※１ 該当するものに○を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

※２ 就業規則の作成を義務付けられている事業場においては、上記解雇理由の記

載例にかかわらず、当該就業規則に記載された解雇の事由のうち、該当するも

のを記載すること。 

            殿 

 当社が、   年   月   日 付けであなたに予告した解雇については、

以下の理由によるものであることを証明します。 

 

                       年    月    日 

 

             事業主氏名又は名称 

             使 用 者 職 氏 名             ○印

 

〔解雇理由〕※１、２ 

１ 天災その他やむを得ない理由（具体的には、 
 

        によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇

２ 事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、 
 

                        となったこと。）による解雇

３ 職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが 
 

                          したこと。）による解雇

４ 業務についての不正な行為（具体的には、あなたが 
 

                          したこと。）による解雇

５ 勤務態度又は勤務成績が不良であること。（具体的には、あなたが 

 
 

                          したこと。）による解雇

６ その他（具体的には、 
 

                          したこと。）による解雇

★労働日数、労働時間の限度

労働日数の限度
対象期間が１年の場合
　→　原則280日
対象期間は３ヵ月を超え１年未満である場合（小数点以下切捨て）
　→１年当たりの労働日数×対象期間の暦日数／365日

１日及び１週間の
労働時間の限度

　　　１日　→　10時間　　　１週間　→　52時間
導入の要件（対象期間が３ヵ月を超える場合）
①48時間を超える所定労働時間を設定した週が連続３週間以内であること
②起算日から３ヵ月ごとに区切った１週間に、48時間を超える週の初日が３日以内であること

連続して労働させる
日数の限度

連続労働日数　→　６日
（特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間）における連続労働日数は、労使協定の
定めがある場合には、１週間に１日の休日が確保できる日数。最長12日）
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様式第４号（第12条の４第６項関係）

労働時間が６時間を超えるときは、少なくとも45分、８時間を超えるときは、少なくとも１時間の休憩

時間を労働時間の途中に与え、自由に利用させなければなりません。いわゆる手待時間は労働時間であり、

休憩時間ではありません。

休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定の締結（特定の業種については不要）す

ることにより、一斉付与は適用除外となります。

● 特定の業種

休日は毎週少なくとも１回与えなければなりません。ただし、４週間を通じ４日以上の休日を与える場合

はこの限りではありません。

なお、ここでいう休日とは、午前０時から午後12時までの暦日のことをいい、単に継続24時間であれば

よいというものではありません。ただし、番方編成による交替制の場合には、例外的に継続24時間をもっ

て休日と認められることがあります。

記載心得
１　法第60条第３項２号の規定に基づき満18歳未満の者に変形労働時間制を適用する場合には、「該当労働者
数」「労働時間が最も長い日の労働時間数」及び「労働時間が最も長い週の労働時間数」の各欄に括弧書きする
こと。
２　「対象期間及び特定期間」の欄のうち、対象期間については当該変形労働時間制における時間通算の期間の単
位を記入し、その起算日を括弧書きすること。
３　「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」については、別紙に記載して添付すること。
４　「旧協定」とは、則第12条の４第３項に規定するものであること。
★１年単位の変形労働時間制に関する協定届の様式は、宮城労働局ホームページからダウンロードできます。

休憩時間 　（第34条）

休 日 　（第35条）

運輸交通業 商　　　業 金融・広告業 映画・演劇業
通　信　業 保健衛生業 接客娯楽業 官　公　署
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労働者に時間外労働又は休日労働を行わせるには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその

労働組合と、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面による協定（いわ

ゆる36協定）を締結し、これを事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

時間外労働協定を締結するに当たっては、延長時間の限度等についての基準（限度基準）（告示）が定め

られていますので、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

●時間外労働の限度基準
厚生労働大臣は上記の時間外労働協定を結ぶに当たり、長時間の時間外労働の実効ある抑制を図るため次

のとおり限度時間を定めています。

⑶　限度基準の適用外

次のいずれかに該当する事業または業務については、限度時間が適用されません。

①　工作物の建設等の事業

②　自動車の運転の業務

③　新技術、新商品等の研究開発の業務

④　厚生労働省労働基準局長が指定する次の事業又は業務（ただし、１年間についての限度時間は適用さ

れます。）以下抜粋

・造船事業における船舶の改造又は修繕に関する業務

・電気事業における発電用原子炉及びその附帯設備の定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に

関する業務

・ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務

・郵便事業株式会社の行う郵便事業の年末・年始における業務

36協定 　（第36条）

期　　間 限度時間
１　週　間 14時間
２　週　間 25時間
４　週　間 40時間
１　ヵ　月 42時間
２　ヵ　月 75時間
３　ヵ　月 110時間
１　年　間 320時間

⑵　対象期間が３ヵ月を超える１年単
位の変形労働時間制の対象者の場合

期　　間 限度時間
１　週　間 15時間
２　週　間 27時間
４　週　間 43時間
１　ヵ　月 45時間
２　ヵ　月 81時間
３　ヵ　月 120時間
１　年　間 360時間

⑴　一般の労働者の場合

※育児・介護休業法第17条、第18条により小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象
家族を介護する一定範囲の労働者について、その請求により、事業の正常な運営を妨げる場合を除
き１ヵ月当たり24時間、１年当たり150時間を超える時間外労働が制限されます。
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● 特別条項付き協定
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に以下の例の

ような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

〔協定例〕「一定期間における延長時間は、１
（注１）
ヵ月45時間とする。ただし、通

（注２．３）
常の生産量を大幅に超える受注が集中し、

特に納期がひっ迫したときは、労
（注４）
使の協議を経て、６

（注５）
回を限度として、１

（注６．７）
ヵ月60時間までこれを延長すること

ができる。なお、延長時間が１
（注８．９）
ヵ月45時間を超えた場合の割増賃金率は30％とする。」

〔要　件〕次の要件を満たしていることが必要です。

□原則としての延長時間（限度時間以内の時間）を定めること。（注１）

□限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。（注２）

□「特別の事情」は、次のア、イに該当するものであること。（注３）

□ア．一時的又は突発的であること。

□イ．全体として１年の半分を超えないことが見込まれること。

□一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他

具体的に定めること。（注４）

□限度時間を超えることのできる回数を定めること。（注５）

□限度時間を超える一定の時間を定めること。（注６）

□限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時間をできる限り短くするよう努めること。（注７）

□限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること。（注８）

□限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。（注９）

 「特別の事情」は、「臨時的なもの」に限られます。 

「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として１年の半分
を超えないことが見込まれるものを指します。限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情は、
限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。

 「特別の事情」の例 

〈臨時的と認められるもの〉
●予算、決算業務　●ボーナス商戦に伴う業務の繁忙　●納期のひっ迫　●大規模なクレームへの対応
●機械のトラブルへの対応

〈臨時的と認められないもの〉
●（特に事由を限定せず）業務の都合上必要なとき　●（特に事由を限定せず）業務上やむを得ないとき
●（特に事由を限定せず）業務繁忙なとき　●使用者が必要と認めるとき
●年間を通じて適用されることが明らかな事由

○限度時間を超える時間外労働の抑制を目的とするため･･･
○特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに、
①　限度時間を超えて働かせる一定の期間（１日を超え３ヵ月以内の期間、１年間）ごとに、割増
賃金率を定めること

②　①の率を法定割増賃金率（２割５分以上）を超える率とするよう努めること
③　そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
が必要になります。

○特別条項付き協定を締結又は更新する場合は、特別条項付き協定の例及び要件は以下のとおりです。
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● 労働者の過半数を代表する者について
労働者の過半数を占める労働組合がないときは、労働者代表を選出します。この場合の労働者は、パート
タイマー等時間外労働を行わない労働者も含む全労働者を指します（派遣労働者は派遣元に含まれます）。
労働者代表となる者は、監督又は管理の地位にある者でないこと、労使協定の締結等を行う者を選出する
ことを明らかにして実施された投票、選挙等により選出された者であることが必要です。
なお、書面による協定が必要な労使協定は、届出と協定書を兼ねる場合は労働者代表の署名又は記名・押
印が必要となります。
協定の当事者の選出方法は、投票による選挙、挙手による選挙、投票による信任、挙手による信任、回覧
による信任等の手法があります。協定の当事者が過半数を代表する労働組合の場合は、「選出方法」欄の記
入は不要です。
★時間外・休日労働に関する協定届の様式は、宮城労働局ホームページからダウンロードできます。

①　時間外、休日労働をさせる必要のある具体的事由は業務の種類別に記入。
②　業務の種類は細かく分類して記入。
③　健康上特に有害な業務について協定した場合には、その業務を他の業務と区分して記入（健康上有害な業務は、著
しく暑熱な場所や、寒冷な場所での業務など労働基準法施行規則第18条に定められており、延長時間は１日につい
て２時間までとされています。
④　労働者数（時間外・休日労働をさせる労働者数。派遣労働者は派遣元事業者の協定に含まれます）を記入。
⑤　延長することができる時間は、１日、１日を超え３か月以内の期間（起算日を記入）、１年間（起算日を記入）に
ついて延長することができる時間を規定。
⑥　１日を超え３か月以内の期間、１年間については、適用除外となっている事業以外は、限度時間の範囲で協定を記載。
⑦　限度時間を超える場合は、特別条項付き協定を締結している旨を記載。
⑧　期間（協定の有効期間を記入）は１年と記入。
⑨　１年単位の変形労働時間制（対象期間が３か月を超える場合）により労働する労働者について記入。
⑩　労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻（週休２日制等により所定休日が週２日以上ある事業場は、
１週１日の休日が確保されていれば週休２日制の土曜日等他の日に労働させても法定の休日に該当しないので、届出
は不要）。
⑪　協定の成立年月日を記載（有効期間前に協定し、監督署に提出）。

36協定届のチェックポイント
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● 割増率
使用者は労働者に、法定労働時間を超えて労働させた場合（時間外労働）や、深夜時間帯（午後10時

から午前５時までの間）に労働させた場合（深夜労働）には、通常の賃金額の２割５分以上の率で計算し
た割増賃金を支払わなければなりません。
また、法定の休日（週１日又は４週４日）に労働させた場合（休日労働）には、通常の賃金額の３割５

分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
なお、時間外労働が深夜に及んだ場合に５割以上の率（時間外の割増＋深夜の割増）で、休日労働が深

夜に及んだ場合には６割以上の率（休日の割増＋深夜の割増）で計算した割増賃金を支払わなければなり
ません。
さらに、中小企業を除き１か月の時間外労働が60時間を超えた場合には５割以上の割増賃金を支払わ

なければなりません。
● 算定基礎
割増賃金の計算の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日に対して支払われるすべての賃金のこ

とをいい、基本給のみならず諸手当を含めたものでなければなりません。
ただし、家族手当、通勤手当、住宅に要する費用に応じて算定される住宅手当、別居手当、子女教育手

当、臨時に支払われた賃金（結婚手当、加療見舞金など）、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞
与など）の７種類の賃金については、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなくてもよいとされてい
ます。
● 計算方法
具体的な計算方法としては、所定労働時間１時間当たりの通常の賃金額を1.25倍又は1.35倍して割

増賃金の単価を算出し、その単価に時間外労働数又は休日労働数を乗じるということになります。賃金の
形態には、時間給、日給、月給などがありますが、それぞれについて割増賃金の単価の計算方法は次のと
おりです。

★賃金が日給部分と月決めの手当などで構成されている場合は、それぞれの計算方法で計算した単価の合計
以上で支払います。
★所定労働時間の短縮を行った場合には、新たな所定労働時間を基礎として割増賃金の１時間当たりの単価
を計算し直さなければなりません。
★月給制の場合で所定労働時間数が月によって異なる場合は、１年ごとに決算期間等一定時期に年間所定休
日数の確認を行い、１ヶ月平均所定労働時間数の見直しを行う必要があります。

時間外、休日及び深夜の労働に対する割増賃金 　（第37条）

【割増賃金の１時間当たりの単価の計算方法（かっこ内は休日労働の場合）】
＊割増率は中小企業の場合です。

①　時間給の場合　時間給額×1.25（1.35）

②　日給の場合　　　 日　　給　　額
　　　　　　　　　１日の所定労働時間数　×1.25（1.35）

（所定労働時間が日によって異なるときは、１週間における１日平均所定労働時間数）

③　月給の場合　　　基本給＋技能手当＋精勤手当＋○○手当
　　　　　　　　　　　　　 １ヶ月の所定労働時間数 　　　　×1.25（1.35）

（所定労働時間数が月によって異なるときは、１年間における１ヶ月平均所定労働時間数）

④　出来高払制（歩合給）　出来高払制によって計算された賃金総額
　　　　　　　　　　　　　　　賃金算定期間の総労働時間数　　　 ×0.25（0.35）
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● 変形労働時間制の場合の割増賃金の支払い
変形労働時間制を採用した場合に、法的に時間外労働として割増賃金を支払わなければならない時間は

次の通りです。
①　１日については、８時間を超える所定労働時間を定めている日は、それを超える時間、それ以外の日は
８時間を超える時間
②　１週については、40時間を超える所定労働時間を定めている週は、それを超える時間、それ以外の週
は40時間を超える時間（①で時間外労働となる時間を除く）
③　変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超える時間（①又は②で時間外
労働となる時間を除く）
★煩雑さを避けるため、所定労働時間に対して割増賃金を支払うことは差し支えありません。

● 中小企業を除く１か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率

★労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25％以上の割増賃金の支払は必要です。（注４）

（注１）割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象です。休日労働（35％）と深夜労働（25％）の割増賃金率は、変更
ありません。

（注２）中小企業（18頁参考１参照）の割増賃金率は、施行から３年経過後に改めて検討することとされています。
（注３）この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから労使協定（19頁参考２参照）により最長２か月以内に、

日または半日単位で付与することができます。
（注４）労働者が実際に有給休暇を取得しなかった場合には、50％の割増賃金の支払が必要です。

★なお、就業規則に上記の割増率等に関する定め（19頁参考３参照）が必要です。

（第37条第１項、第138条）
○１か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率は50％に引き上げられました。（注１）

○ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されています。（注２）

（第37条第３項）
○事業場で労使協定を締結すれば、１か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、割

増率の引上げ分（25％から50％に引き上げた差の25％分）の割増賃金の支払に代えて、代替休暇
を付与することもできます。（注３）

業　種 資本金の額または
出 資 の 総 額

ま
た
は

常時使用する
労 働 者 数

小売業
5,000万円以下

50人以下

サービス業
100人以下

卸売業 １億円以下

その他 ３億円以下 300人以下

業　種 日本標準産業分類
（第12回改定（平成20年４月１日施行）に基づく）

卸売業

大分類Ⅰ（卸売業、小売業）のうち
中分類50（各種商品卸売業）
中分類51（繊維、衣類等卸売業）
中分類52（飲食料品卸売業）
中分類53（建築材料、鉱物・金属材料等
卸売業）
中分類54（機械器具卸売業）
中分類55（その他の卸売業）

小売業

大分類Ⅰ（卸売業、小売業）のうち
中分類56（各種商品小売業）
中分類57（繊維・衣服・身の回り品小売業）
中分類58（飲食料品小売業）
中分類59（機械器具小売業）
中分類60（その他の小売業）
中分類61（無店舗小売業）

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち
中分類76（飲食店）
中分類77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

業　種 日本標準産業分類
（第12回改定（平成20年４月１日施行）に基づく）

サービス業

大分類Ｇ（情報通信業）のうち
中分類38（放送業）
中分類39（情報サービス業）
小分類411（映像情報制作・配給業）
小分類412（音声情報制作業）
小分類415（広告制作業）
小分類416（映像・音声・文字情報制作
に附帯するサービス業）

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち
小分類693（駐車場業）
中分類70（物品賃貸業）

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち
中分類75（宿泊業）

大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業）た
だし、小分類791（旅行業）は除く
大分類Ｏ（教育、学習支援業）
大分類Ｐ（医療、福祉）
大分類Ｑ（複合サービス業）
大分類Ｒ（サービス業〈他に分類されないもの〉）

その他 上記以外のすべて

（参考）中小企業の業種について

中小企業に該当するか否かは、企業単位で「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」
で判断されます。

参考１　法定割増賃金率の引き上げが猶予される中小企業の範囲について
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　（対象者及び期間）
第１条　代替休暇は、賃金計算期間の初日を起算日とする１か月において、60時間を超える時間外労働を行った者のうち半日以上の代替休暇

を取得することが可能な者（以下「代替休暇取得可能労働者」という。）に対して、当該代替休暇取得可能労働者が取得の意向を示した
場合に、当該月の末日の翌日から２か月以内に与えられる。

　（付与単位）
第２条　代替休暇は、半日又は１日単位で与えられる。この場合の半日とは、午前（8：00〜12：00）又は午後（13：00〜17：00）の

４時間のことをいう。
　（代替休暇の計算方法）
第３条　代替休暇の時間数は、１か月60時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代

替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50％から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率30％を差し引いた20％とする。
また、会社は、労働者が代替休暇を取得した場合、取得した時間数を換算率（20％）で除した時間数については、20％の割増賃金の支
払を要しない。

　（代替休暇の意向確認）
第４条　会社は、１か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、当該月の末日の翌日から５日以内に代替休暇取得の意向を確

認するものとする。この場合において、５日以内に意向の有無が不明なときは、意向がなかったものとみなす。
　（賃金の支払日）
第５条　会社は、前条の意向確認の結果、代替休暇取得の意向があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される賃金額を

除いた部分を当該時間外労働を行った月に係る賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から２か月以内に代替休暇
が取得されなかった場合には、残りの割増賃金は代替休暇が取得されないことが確定した月に係る割増賃金支払日に支払うこととする。

第６条　会社は、第４条の意向確認の結果、取得の意向がなかった場合には、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金
支払日に支払うこととする。ただし、取得の意向がなかった労働者から当該月の末日の翌日から２か月以内に改めて取得の意向が表明さ
れた場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることができる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の
賃金を精算するものとする。

　（割増賃金）
第○条　時間外労働に対する割増賃金は次の割増賃金率に基づき、次条の計算方法により支給する。
⑴　１カ月の時間外労働時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。なお、この場合の１カ月は毎月１日を起算日とする。

一　時間外労働45時間以下25％
二　時間外労働45時間超〜60時間以下30％
三　時間外労働60時間超50％
四　三の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間30％（残り20％の割増賃金分は代替休暇に充当）

⑵　１年間の時間外労働時間数が360時間を超えた部分については、40％とする。なお、この場合の１年間は毎年４月１日を起算日とする。

　（代替休暇）
第○条　１ヶ月（賃金計算期間）の時間外労働が60時間を超えた従業員に対して、労使協定に基づき、次により代替休暇を与えるものとする。
⑴　代替休暇を取得できる期間は、直前の賃金締切日の翌日から起算して翌々月の賃金締切日までの２ヶ月とする。
⑵　代替休暇は、半日又は１日単位で与える。この場合の半日とは、午前（8：00〜12：00）又は午後（13：00〜17：00）のことをいう。
⑶　代替休暇の時間数は、１か月60時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合において、換算率とは、代替

休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50％から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率30％を差し引いた20％とする。
また、従業員が代替休暇を取得した場合は、取得した時間数を換算率（20％）で除した時間数については、20％の割増賃金の支払を要
しないこととする。

⑷　代替休暇の時間数が半日又は１日に満たない端数がある場合には、その満たない部分についても有給の休暇とし、半日又は１日の休暇と
して与えることができる。ただし、前項の割増賃金の支払いを要しないこととなる時間の計算においては、代替休暇の時間数を上回って
休暇とした部分は算定せず、代替休暇の時間数のみで計算することとする。

⑸　代替休暇を取得しようとする者は、１か月に60時間を超える時間外労働を行った月の賃金締切日の翌日から５日以内に会社に申し出る
ものとする。代替休暇取得日は、従業員の意向を踏まえ決定することとする。

⑹　会社は、前項の申出があった場合は、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に支払
うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から２か月以内に代替休暇が取得されなかった場合には、取得がなされないことが確定した
月に係る割増賃金支払日に残りの20％の割増賃金を支払うこととする。

⑺　会社は、申出がなかった場合は、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、
取得の意向がなかった第１項の期間中に従業員から改めて取得の申出があった場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることがで
きる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を精算するものとする。

参考２　代替休暇の労使協定の例

参考３　就業規則記載例
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労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。

事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該業務の遂行

に通常必要とされる時間」または「労使協定で定めた時間」労働したものとしてみなされます。

● 一部事業場内労働の場合の算定
問　　労働時間の一部を事業場内で労働する場合、労働時間の算定はどうなりますか。
答　　みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、
労使協定についても、この部分について協定します。事業場内で労働した時間については別途把握し

なければなりません。そして、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時

間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを

加えた時間となります。

● 事業場外労働が法定労働時間を超える労使協定を締結した場合
「事業場外労働に関する協定届（様式12号）」と「時間外労働・休日労働に関する協定届（様式９号）」（二

つを合わせた様式９号の２もあり）を管轄の労働基準監督署長へ届出します（労使協定を締結する場合は、

事業場外での１日当たりの時間数が対象です）。

事業場外のみなし労働時間制 　（第38条の２）

事
業
場
外
労
働

みなし労働時間

対象外

原則

例外

例

事
業
場
外
労
働
の

労
働
時
間

み
な
し
規
定

所定外労働時間を超えて労働

することが必要となる場合

労使協定で当該業務の遂行に通常必要と

される時間を定めた場合はその時間労働

したものとみなす

使用者の指揮監督が

及んでいる場合

　労働時間の全部または一部を事業場外で

従事した場合で、使用者の具体的な指揮監督

が及ばず労働時間が算定しがたいとき

所定労働時間労働したものとみなす

当該業務の遂行に通常必要とされる

時間労働したものとみなす

①　何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そ
のメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合

②　無線や携帯電話等でいつでも連絡がとれる状態にあり、
随時使用者の指示を受けながら労働している場合

③　事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体
的な指示を受けて業務に従事し、その事業場に戻る場合
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専門業務型裁量労働制（第38条の３）

対
　
　
　
象
　
　
　
業
　
　
　
務

業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働
者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂
行の手段及び時間配分の決定などに関し、具
体的な指示をすることが困難な業務

①新商品、新技術の研究開発または人文科
学、自然科学の研究の業務、②情報処理シス
テムの分析・設計の業務、③新聞・出版の事
業における記事の取材・編集の業務、放送番
組の制作のための取材・編集の業務、④デザ
イナーの業務、⑤放送番組、映画等の制作の
事業におけるプロデューサーまたは、ディレ
クターの業務、⑥コピーライターの業務、⑦
システムコンサルタントの業務、⑧インテリ
アコーディネーターの業務、⑨ゲーム用ソフ
トウェアの創作の業務、⑩証券アナリストの
業務、⑪金融工学等の知識を用いる金融商品
の開発の業務、⑫大学での教授研究の業務
（主として研究に従事するものに限る）、⑬公
認会計士の業務、⑭弁護士の業務、⑮建築士
（一級建築士・二級建築士・木造建築士）の
業務、⑯不動産鑑定士の業務、⑰弁理士の業
務、⑱税理士の業務、⑲中小企業診断士の業
務

────いずれかの業務

導
　
　
入
　
　
要
　
　
件

次の事項を定めた労使協定を締結すること

①制度を適用する業務の範囲　②適用者に
は、業務遂行の方法、時間配分の決定などに
関する具体的な指示をしないこと　③1日当
たりのみなし労働時間数　④労使協定の有効
期間　⑤対象労働者に適用する健康・福祉確
保措置
⑥対象労働者からの苦情処理のための措置
⑦⑤及び⑥に関する記録を、有効期間中及び
その後3年間保存すること

届
出
・
報
告

労使協定の所轄労働基準監督署長への届出

裁量労働制の概要

企画業務型裁量労働制（第38条の４）

事業の運営に関する事項についての企画、立案、
調査、分析の業務であって、業務の性質上、その
遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要が
あるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定
などに関し、具体的な指示をしない業務

（対象労働者）
対象業務に従事する労働者であって、対象業務を
遂行する知識・経験を有し、この制度によること
に同意した者

導
　
　
入
　
　
要
　
　
件

労使委員会※の委員の５分の４以上の多数に
より次の事項について決議し、決議内容を所
轄労働基準監督署長に届け出ること

①対象業務の範囲　②対象労働者の具体的な
範囲　③1日当たりのみなし労働時間数　④
対象労働者に適用する健康・福祉確保措置　
⑤対象労働者からの苦情処理のための措置　
⑥本人の同意の取得、不同意者の不利益取扱
いの禁止に関する措置　⑦決議の有効期間の
定め　⑧④〜⑥などに関する記録を、有効期
間中及びその後３年間保存すること

※委員の半数が、過半数労働組合（これがな
い場合は過半数代表者）に任期を定めて指名
されていること等の要件があります。

①委員会の決議の所轄労働基準監督署長への届出
②当分の間、健康・福祉を確保する措置の実施状
況などについて決議の日から６か月以内に１回、
所轄労働基準監督署長への報告
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● 年次有給休暇の付与日数
雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上を出勤した労働者には10日間の年

次有給休暇を付与しなければなりません。さらに、勤続年数に応じて、下表の日数の年次有給休暇を与え

なくてはなりません。

● パートタイム労働者等に対して比例付与される年次有給休暇の日数（週労働30時間未満）

この表は１週間の労働日数が４日以下でかつ
4 4

所定労働時間は30時間未満の労働者に適用され、労働日数が５日以上又は所定
労働時間が30時間以上の労働者は通常の労働者と同様に扱わなければなりません。

● 年次有給休暇の付与時季
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時

季に年次有給休暇を与えることが事業の運営を妨げる場合には、他の時季に変更してこれを与えることが

できます。

なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者

の請求が集中したため全員に休暇を付与しがたいような場合に限られます。

● 年次有給休暇の計画的付与
労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、５日

を超える部分に限り年次有給休暇の計画的付与を行うことができます。

付与方法としては、事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替付与、計画表による個人付与などが

考えられます。

● 年次有給休暇の請求権
年次有給休暇の請求権は、法第115条の規定により２年間で時効によって消滅します。

年次有給休暇の請求権は、基準日に発生しますので、基準日から起算して２年間行使しない場合には消

滅することになります。

● 不利益取扱いの禁止
年次有給休暇を取得した労働者に対して賞与、皆勤手当等賃金の減額その他不利益な取扱いをしないよ

うにしなければなりません。

年次有給休暇 　（第39条、第136条）

勤　続　年　数 ６か月 １　年
６か月

２　年
６か月

３　年
６か月

４　年
６か月

５　年
６か月 ６年６か月以上

付　与　日　数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

週　所　定
労働日数

１年間の所定
労働日数

勤続年数

６か月 １　年
６か月

２　年
６か月

３　年
６か月

４　年
６か月

５　年
６か月

６　年
６か月
以　上

４日 169〜216日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121〜168日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日 73〜120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 48〜72日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日
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● 年次有給休暇期間中の賃金
年次有給休暇を取得した期間においては、就業規則等の定めにより、その日数に応じ、通常の賃金又は

平均賃金を支払わなければなりません。

ただし、労働者代表との書面での協定により、健康保険法第99条第１項に定める標準報酬日額に相当

する金額を支払う旨定めた場合はこれによることになります。

● 年次有給休暇の半日付与
年次有給休暇は１日単位で付与することが原則です。したがって、労働者が半日単位で請求してもこれ

に応じる義務はありませんが、請求に応じて半日単位で与えることは差し支えありません。

● 時間単位年休

（注１）所定労働日数の少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるよ
うになります。

（注２）１日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に定めます。時間に満たない端数がある場合は時間
単位に切り上げてから計算します。

（注３）労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。

なお、時間単位年休制度を導入する場合には、就業規則（参考５参照）に定める必要があります。

労使協定（参考４参照）を締結すれば、１年に５日分を限度として時間単位で取得が可能です。（注１）
（注２）

年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができ
ます。（注３）

　（対象者）
第１条　すべての従業員を対象とする。
　（日数の上限）
第２条　年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は５日以内とする。
　（１日分年次有給休暇に相当する時間単位年休）
第３条　年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１日の年次有給休暇に相当する時間数を８時間とする。
　（取得単位）
第４条　年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１時間単位で取得するものとする。

　（年次有給休暇の時間単位での付与）
第○条　労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、１年について５日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間

単位年休」という。）を付与する。
⑴　時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。
⑵　時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
①所定労働時間が５時間を超え６時間以内の者・・・６時間
②所定労働時間が６時間を超え７時間以内の者・・・７時間
③所定労働時間が７時間を超え８時間以内の者・・・８時間

⑶　時間単位年休は１時間単位で付与する。
⑷　本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の１時間当たりの額に、取得した時間

単位年休の時間数に乗じた額とする。
⑸　上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

参考４　時間単位年休の労使協定例

参考５　就業規則記載例
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● 主な適用除外条文

（注）深夜の割増賃金（法第37条）年次有給休暇（法第39条）の規定は適用除外されません。

● 判断基準・具体例
⑴　②の監督若しくは管理の地位にある者（管理監督者）

一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の

意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされ、次のような基準で総合判断します。

ａ．労働条件の決定等労務管理について、経営者と一体的立場にあること。

ｂ．自己の仕事の遂行について自由裁量の権限を持ち、出退勤について厳しい規制を受けない。

ｃ．賃金等その地位にふさわしい待遇がなされている。

※　役付手当が支払われていても、上記の実態のない者は、ここでいう管理監督者に該当しません。

なお、この他、多店舗展開する小売業、飲食店業等の店舗における管理監督者の判断に当たっての特

徴的な要素が、次頁のとおり示されています。

⑵　②の機密の事務を取り扱う者

秘書その他職務が経営者等の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者。必ず

しも秘密書類を取り扱う者を意味するのではありません。

⑶　③の（ア）監視に従事する者

守衛、門番等原則として一定部署での監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張

の少ない者。

⑷　③の（イ）断続的労働に従事する者

寄宿舎の寮母や看護師・賄人、役員専属自動車運転手、事故発生に備えて待機する修繕係等休憩時間

は少ないが手待ち時間が多いなど、作業自体が本来間歇的に行われる作業に従事する者。

⑸　③の（ウ）宿直または日直に従事する者

原則として本来の業務は処理せず、構内巡視、文書、電話の収受又は非常事態に備えて待機する者で、

常態としてほとんど労働する必要のない勤務に従事する者。（※許可基準は、原則として労働者１名に

ついて宿直は週１回・日直は月１回以内で、一定額以上の宿日直手当の支払い等を条件としています。）

労働時間等に関する規定の適用除外 　（第41条）

労働時間（法第32条関係） 適用除外される者
①　農業又は水産業（林業除く）の従事者

②　監督若しくは管理の地位にある者

　　又は機密の事務を取り扱う者

③　監視又は断続的労働に従事する者で、

労働基準監督署長の許可を受けた者

⎧
⎨
⎩ ⎧

⎨
⎩

ア　監視労働許可

イ　断続的労働許可

ウ　宿日直勤務許可

休憩時間（法第34条関係）

休日（法第35条関係）

時間外・休日の割増賃金
　　　　　　　（法第37条）

24 25



小売業、飲食店等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う
企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等によ
り運営されている実態がみられますが、この店舗の店長等については、十分な権限や相応の待遇等が与え
られていないにもかかわらず、労働基準法第41条第２号に規定する「管理監督者」として取り扱われる
など不適切な事案もみられます。
このため、このような店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、次のと

おり示されています。（平成20年９月９日基発第0909001号）

下記の内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に関するものですが、これらの否定要素にあ
たらないものがあるからといって、直ちに管理監督者として認められるというわけではありません。

⑴　採用  【管理監督者性を否定する重要な要素】
店舗に所属するアルバイト・パート等の採用（人選のみを行う場合も含む。）に関する責任と権限が

実質的にない場合。
⑵　解雇  【管理監督者性を否定する重要な要素】
店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にも

これに関与しない場合。
⑶　人事考課  【管理監督者性を否定する重要な要素】
人事考課（昇給、昇格、賞与等を決定するための労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価すること

をいう。）の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容
に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合。

⑷　労働時間の管理  【管理監督者性を否定する重要な要素】
店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合。

⑴　遅刻、早退等に関する取扱い  【管理監督者性を否定する重要な要素】
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合。
ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点

から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている
場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。

⑵　労働時間に関する裁量  【管理監督者性を否定する補強要素】
営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合

にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合の
ように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合。

⑶　部下の勤務態様との相違  【管理監督者性を否定する補強要素】
管理監督者としての職務も行うが、会社から配付されたマニュアルに従った業務に従事しているなど

労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合。

⑴　基本給、役職手当の優遇措置  【管理監督者性を否定する補強要素】
基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外

となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められる場合。
⑵　支払われた賃金の総額  【管理監督者性を否定する補強要素】
一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、

多店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合。
⑶　時間単価  【管理監督者性を否定する重要な要素】
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属する

アルバイト・パート等の賃金額に満たない場合。特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に
満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

多店舗展開する小売業、飲食店業等の店舗における管理監督者について

○「勤務態様」についての判断要素

○「賃金等の待遇」についての判断要素

○「職務内容、責任と権限」についての判断要素
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● 最低年齢
児童（満15歳に達した日以後の最初の３月31日までの者）を労働者として使用することは禁止されて

います。（第56条）
ただし、非工業的業種で、満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では、満13歳未満の児童でも

所轄の労働基準監督署の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
● 年少者の証明書
使用者は、満18歳に満たない者（以下「年少者」）を使用する場合にはその年齢を証明する住民票記載

事項証明書などを、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を、事業場に備付
けなければなりません。（第57条）
● 未成年者の労働契約
親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。
なお、親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合において

は、将来に向かってこれを解除することができます。（第58条）
また、未成年者は、独立して賃金の請求をすることができます。親権者等であっても未成年者の賃金を

代わって受け取ってはなりません。（第59条）
● 時間外労働
使用者は、原則として、年少者について、変形労働時間制による労働、時間外労働、休日労働を行わせ

ることはできません。（第60条）
● 危険有害業務等の就業制限
使用者は、年少者に、墜落危険箇所での作業等危険有害な業務や酒席に侍する業務等に就かせてはなり

ません。（第62条）
また、坑内で労働させてはなりません。（第63条）

● 年少者の深夜業
18歳未満の者については原則として深夜時間（午後10時から午前５時まで）に労働させてはなりませ

ん。（第61条）

● 妊産婦の労働時間の制限等
妊産婦（妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性）が請求した場合には、時間外、休日、深夜労働

をさせてはなりませんし、変形労働時間制で働かせることはできません。
また、妊産婦を重量物の取扱業務、有害ガスの発散する場所における業務等の危険有害業務に就かせて

はなりませんし、妊娠中の女性が請求した場合には他の軽易な業務へ転換しなければなりません。（第64
条の３〜第66条）
なお、男女雇用機会均等法第12〜13条により、女性労働者が母子保健法による健康指導又は健康診査

に基づく指導事項を守ることができるようにするために必要な時間を確保するとともに、医師等から受けた
指導事項等を守ることができるよう勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
●産前産後の休暇
６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業

させてはなりません。また、産後８週間を経過しない女性も就業させてはなりません。
ただし、産後６週間経過した女性が就業を請求した場合において、その者について医師が支障がないと

認めた業務に就かせることは差し支えありません。（第65条）
● 育児時間
生後満１歳に達しない生児を育てる女性から請求があった場合は、休憩時間のほかに、１日２回それぞ

れ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。（第67条）
● 生理休暇
生理日の就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはなりません。（第68条）

女性に係る制限 　（第64条の３〜第68条）

年少者等に係る制限 　（第56条〜第63条）
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常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。

また、労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。

就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。

これらのうち、１〜３の事項はいかなる場合でも就業規則に必ず記載しなければなりません（絶対的必要

記載事項）。

４〜11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません（相対的必要記載事項）。

● 制裁規定の制限
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合は、その減給は、１回の事案に対する減給額が平均

賃金の１日分の半額を超えてはなりません。さらに、一賃金支払期に複数の事案があってもその支払期に

おける減給額の総額が賃金総額の10分の１を超えてはなりません。（第91条）

常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には労働者代

表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面（意見書）を添付して、本店、支店等の事業場ごと

に、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届出なければなりません。

届出及び意見書の様式は、特に定められていませんので適宜のもので差し支えありませんが、参考例を次

頁に示しますので、参考にしてください。

平成22年４月１日の労働基準法の改正に伴い、36協定で、一定の期間に対する限度時間を超える時間外
労働時間については法定割増賃金を超える率とするよう努めることとされたこと、月の時間外労働時間数が
60時間を超える場合の割増賃金率の引き上げがされたことなどにより、賃金をはじめ、休暇等に係る変更
が生じることにより、これらに係る就業規則を変更する必要があります。

就業規則の作成 　（第89条）

１　始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて交替に就業させる場
合においては就業時転換に関する事項

２　賃金（臨時の賃金を除く。以下この項において同じ。）の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締
切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

３　退職に関する事項（解雇の事由を含む）
４　退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支
払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

５　臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
６　労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
７　安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
８　職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
９　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10　表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11　以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関す
る事項

就業規則の届出 　（第89条、第90条）

注　意
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法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなけ

ればなりません。

①　労働基準法及び同法による命令等の要旨

②　就業規則

③　労使協定

④　企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議内容

また、いずれかの方法で周知しなければなりません。

①　常時各作業場の見やすい場所に掲示・備付ける。

②　書面で交付する。

③　磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録

の内容を常時確認できる機器を設置する。

労働者名簿は、労働者ごとに、各労働者（日々雇い入れられる者を除く。）について調製しなければなり

ません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。

賃金台帳についても事業場ごとに調製し、賃金の支払の都度、遅滞なく、労働者ごとに記入しなければな

りません。

なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、３年間の保存義務があります。いず

れの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないことになっています。

《就業規則（変更）届・意見書様式例》

法令・就業規則・労使協定等の周知 　（第106条）

労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存 　（第107〜109条）
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使用者は、労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握する（自己申告制）こ
とによる不適正運用に伴って、割増賃金の未払いや過重な長時間労働などといった問題が生じています。
このような現状を踏まえ、以下に示した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」に基づ
き、使用者は、労働時間の適切な管理を行う必要があります。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

１．適用の範囲
本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場です。
対象労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者（事業場外労働を行う者に
あっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。）を除くすべての労働者です。
なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者におい
て適正な労働時間管理を行う責務があります。

２．労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
その１（始業・終業時刻の確認・記録）
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを

記録すること。

その２（始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法）
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によるこ

と。
ア　使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ　タイムカード、ＩＣカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

その３（自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置）
その２の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、以下の措置を講ずること。

ア　自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適
正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ　自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて
実態調査を実施すること。

ウ　労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で、時間外労働時間数の上限を設けるなどの措置を
講じないこと。

　　また、時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告
を阻害する要因になっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、
改善するための措置を講ずること。

その４（労働時間の記録に関する書類の保存）
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、３年間保存すること。

その５（労働時間を管理する者の職務）
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働

時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

その６（労働時間等設定改善委員会等の活用）
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活

用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

労働時間を適正に把握するために
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１．趣　旨
賃金不払残業は労働基準法に違反する、あってはならないものです。
この指針では、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に加え、各企業における労使が労

働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示しています。

２．労使に求められる役割
⑴　労使の主体的な取組
労使は、各々が果たすべき役割を十分認識するとともに、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の

解消のために主体的に取り組むことが求められています。
⑵　使用者に求められる役割
使用者は労働時間を適正に管理する責務を有しており、賃金不払残業が生じないよう適正に労働時間

を管理しなければなりません。
⑶　労働組合に求められる役割
労働組合は、チェック機能を発揮し、主体的に賃金不払残業の解消に努力するとともに、使用者が講

ずべき措置に積極的に協力することが求められます。
⑷　労使の協力
賃金不払残業の解消を図るための検討は、労使双方がよく話し合い、十分な理解と協力の下に、行わ

れることが重要であり、労使が協力して取り組む体制を整備することが望まれます。

３．労使が取り組むべき事項
⑴　労働時間適正把握基準の遵守
使用者は、労働時間適正把握基準を遵守する必要があるとともに、労働組合も、労働者に対して労働

時間適正把握基準を周知することが重要です。
⑵　職場風土の改革
賃金不払残業の背景に、やむを得ないという労使双方の意識（職場風土）がある場合には、これをな

くすための取組を行うことが望まれます。
⑶　適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
①　適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立
賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアル

の作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立する
ことが重要です。

②　労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行うこと

も重要です。
③　賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施等により、適正な労働時間の管理を意識

した人事労務管理を行うことが望まれます。
⑷　労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
①　各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要です。
②　労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把握する体
制を確立することが重要です。

③　賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれます。

賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との
触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていく（ワーク・ライフ・バランスの実現）上で、大変重要です。

賃金不払残業の解消を図るための講ずべき措置等に関する指針
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労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法令については、原則として派遣元事業主が雇用主としての責任
を負いますが、一部派遣先が責任を負うものがありますので、十分注意してください。
労働基準法の事項ごとの適用関係は次のようになります。

● 労働基準法の責任分担

これらの規定は、業として行う者であるか否かを問わず、すべての労働者派遣に適用されるので、労働者
派遣の役務の提供を受ける者のすべてにその責任が負わされます。
次の点は特にご留意ください。
①　派遣労働者の日常の労働時間等の管理は派遣先事業主が行いますが、労働時間等の設定は派遣元事業
主が行うことになっています。したがって、派遣先において派遣労働者に時間外労働や休日労働を行わ
せるためには、派遣元事業主が時間外、あるいは、休日労働に関する労使協定を締結し、所轄労働基準
監督署に届け出ていることが必要です。

②　派遣先が労働者派遣契約で定める就業条件に従って派遣労働者を労働させることによって、派遣先が
労働基準法又は労働安全衛生法の一定の規定に抵触することとなる場合には、派遣元事業主はその労働
者派遣をしてはならないこととなっています。そして、派遣元事業主がこれに反して労働者派遣を行っ
た場合であって、派遣先がその派遣労働者を労働させたことによって労働基準法等に抵触することと
なったときには、派遣元事業主も処罰の対象となります。

● 派遣労働者の最低賃金
派遣労働者には、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されますので、派遣先の事業場に適

用される最低賃金を把握しておく必要があります。（最低賃金法第13条）

派遣労働者の労働基準法の適用

派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項

均等待遇
男女同一賃金の原則
強制労働の禁止

労働契約
賃金
１か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、１年
単位の変形労働時間制の協定の締結・届出、時間外・休日
労働の協定の締結・届出
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書

帰郷旅費（年少者）
産前産後の休業

徒弟の弊害の排除
職業訓練に関する特例
災害補償
就業規則
寄宿舎
申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務
労働者名簿
賃金台帳
記録の保存
報告の義務

均等待遇

強制労働の禁止
公民権行使の保障

労働時間、休憩、休日

労働時間及び休日（年少者）
深夜業（年少者）
危険有害業務の就業制限（年少者及び妊産婦等）
坑内労働の禁止（年少者及び女性）

産前産後の時間外、休日労働、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
徒弟の弊害の排除

申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務（就業規則を除く）

記録の保存
報告の義務
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⑴　健康診断の実施
事業者は、労働安全衛生法第66条第１項から第４項までの規定に基づき、健康診断を実施し、労働者

ごとに診断区分（「異常なし」、「要観察」、「要治療」等の区分をいう。）に関して医師等の判定を受ける必

要があります。

健康診断の実施に当たっては、産業医の選任義務のある事業場（常時50人以上の労働者を使用する事

業場）では、労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助

言を求めることが必要です。

⑵　健康診断結果の労働者への通知
事業者は、労働者が自らの健康状態を把握して自主的に健康管理が行えるよう、労働安全衛生法第66

条の６の規定に基づいて、一般健康診断を受診した労働者すべてに対し、遅滞なくその結果を通知する必

要があります。

⑶　再検査・精密検査の実施勧奨等
就業上の措置を決定する場合、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、再検

査又は精密検査を行う必要がある労働者に対し、再検査等の受診を勧奨するとともに、その結果を、意見

を聴く医師等に提出するように働きかけることが適当です。

なお、再検査等は、診断の確定や症状の程度を明らかにするもので、事業者に実施が義務づけられてい

るものではありませんが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている特殊

健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています。

⑷　健康診断結果についての医師等からの意見聴取
異常の所見がある労働者の就業上の措置等について、産業医の選任義務のある事業場では、労働者個人

ごとの健康状態や作業内容、作業環境について詳細に把握しうる立場にある産業医から意見を聴くことが

適当です。

産業医の選任義務のない事業場では、労働者の健康管理を行うのに必要な医学的知識を有する医師等か

ら意見を聴くことが適当ですが、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保

健センターの活用を図ることが適当です。

１　就業区分及びその内容についての意見
就業区分などに関する医師等の判断を考慮し、必要がある場合には、「就業区分（例）」に示す就業上

の措置を講じる必要がありますが、医師等に意見を求める場合、労働安全衛生規則等に基づく健康診断

個人票の様式中「医師の意見」欄に、就業上の措置に関する意見の記入を求めることが適当です。

２　作業環境管理及び作業管理についての意見
健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合は、作業環境測定の実施、施設、

設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求める必要がありま

す。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の概要
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【就業区分（例）】

⑸　医師等に対する情報の提供
事業者は、必要に応じ、意見を聴く医師等に対して、労働者の作業環境、労働時間、労働密度、深夜業

の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機

会を提供するとともに、健康診断の結果だけでは労働者の身体的又は精神的状態を判断するための情報が

十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当です。

⑹　安全衛生委員会等の開催
作業環境測定の実施、施設、設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する場合

には、衛生委員会又は安全衛生委員会の設置義務がある事業場においては、衛生委員会等の場において調

査・審議することが適当です。

⑺　労働者からの意見聴取
事業者は、健康診断結果についての医師等の意見に基づいて、就業上の措置を決定する場合には、あら

かじめ労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じて、労働者の了解が得られるように努めることが適当

です。

⑻　産業医、産業保健スタッフ等との連携
就業上の措置を実施する場合には、医師等と他の保健スタッフとの連携はもとより、健康管理部門、人

事労務管理部門との連携にも十分留意する必要があります。また、就業上の措置の実施に当たっては、労

働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、プライバシーに配慮しつつ、

管理監督者に対して、就業上の措置の目的、内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが

適当です。

措置は、労働者の健康を保持することを目的とするものであることから、健康の保持に必要な措置を超

えた措置を講じるべきでなく、医師等の意見を理由に安易に解雇等をすることは避けるべきであり、就業

上の措置を講じた後、健康状態の改善がみられた場合は、医師等の意見を聴いた上で通常の勤務に戻す等

適切な措置を講じる必要があります。

就業区分 内　容 就業上の措置の内容

通 常 勤 務 通常の勤務で
よいもの ─

就 業 制 限
勤務に制限を
加える必要の
あるもの

労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の
転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を
講じる。

要 休 業 勤務を休む必
要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。
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過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進のほか、
事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施などの労働者健康管理に係る措置の徹底が重要です。
また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、面接指導等を実施し、
適切な事後措置を講ずることが必要です。

脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は
医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
常時50人未満の労働者を使用する事業場も平成20年４月から適用されています。
（常時50人未満の労働者を使用する事業場は、地域産業保健センターを利用して面接指導を実施することもできます。）

○ 時間外・休日労働時間が月100時間を超えたら･･･
事業者　　申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から

必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数
及び時間数等の情報を産業医に提供します。

労働者　　面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。
産業医　　労働者に対し面接指導の申出をするように勧奨しましょう。

面接指導に当たっては「長時間労働者への面接指導チェックリスト（医師用）」等を活用しましょう。

これ以外の者は、→

　　※　面接指導に準ずる措置の例　　　　例１）労働者に対し保健師等による健康指導を行う
例２）チェックリストで疲労蓄積度を把握し必要な労働者に対し面接指導を行う
例３）事業者が産業医等から事業場の健康管理について助言指導を受ける

①　時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら･･･
事業者　　申出をした労働者に対し、面接指導等を実施するよう努めましょう。必要と認める場合は、適切な事後措置を

実施するよう努めましょう。
労働者　　面接指導の申出をし、面接指導等を受けましょう。

②　事業場において基準を設定するに当たっては･･･
※　時間外・休日労働時間が月100時間又は２〜６月平均で月80時間を超えたら･･･
事業者　　該当する全労働者が面接指導の対象となるよう基準を設定し、面接指導を実施するよう努めましょう。面接指

導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施する
よう努めましょう。

労働者　　面接指導等を受けましょう。

※　時間外・休日労働時間が月45時間を超えたら･･･
事業者　　健康への配慮が必要な者が面接指導等の措置の対象となるよう基準を設定し、面接指導等を実施することが望

まれます。必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。

過重労働による健康障害を防ぐために

長時間労働者への医師による面接指導制度

医師による面接指導の対象となる労働者は･･･
時間外・休日労働時間※１が１か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者（申出による）※２

※１　「時間外労働・休日労働時間」とは、休憩時間を除き１週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその
超えた時間のことです。

※２　ただし、期日前１月以内に面接指導を受けた労働者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。

面接指導または面接指導に準ずる措置※（以下、「面接指導等」という）の対象となる労働者は･･･
①　長時間の労働（時間外労働・休日労働時間が１月当たり80時間超）により、疲労の蓄積が認め
られ、又は、健康上の不安を有している労働者（申出による）

②　事業場において定められた基準に該当する労働者

34 35



事業者は面接指導後の概ね「１か月以内」に、面接指導実施者の就業上の措置に関する意見を医師から聴
取します。この意見の聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導結果の報告にあわせて行うことが適当
です。
事業者は、この医師の意見を勘案して、必要に応じて、労働時間の短縮などの措置を講じなければなりま
せん。事業者がこれらの措置を行う場合は、産業保健スタッフや労働者本人の上司などの協力を得る必要が
あります。

○ 面接指導の実施に係る流れ

面接指導の事後措置等

衛生委員会又は安全衛生委員会で調査審議【則第22条第９、10号】

時間外・休日労働時間の算定
　（毎月１回以上、一定の期日を定めて行う）　【則第52条の２第２項】

労働者からの申出  【即第52条の３第１項】　【則第52条の８第３項】
（期日後遅滞なく）　  【則第52条の３第２項】

医師からの意見聴取  【法第66条の８第４項】　（面接指導後遅滞なく）　【則第52条の７】

面接指導の結果の記録を作成  【法第66条の８第３項】　（５年間保存）　【則第52条の６第１項】

事後措置の実施  【法第66条の８第５項】

医師による面接指導等の実施  【法第66条８第１、２項】【法第66条の９、則第52条の８】
（申出後遅滞なく）　　　　　　　  【則第52条の３第３項】

時間外・休日労働時間
１月当たり100時間超
【則第52条の２第１項】

時間外・休日労働時間
１月当たり80時間超
【則第52条の８第２項】

事業場で定めた
基準に該当

【則第52条の８第２項】

注：法　労働安全衛生法
　　則　労働安全衛生規則

○長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
○労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること

○産業医は要件に該当する労働者に対し申出を行うよう勧奨
　【則第52条の３第４項】

○医師が労働者の勤務の状況及び疲労の蓄積の状況その他の心身の状況について確認
　【則第52条の４】

○労働者の疲労の蓄積の状況その他の心身の状況、聴取した医師の意見等を記載
　【則第52条の６第２項】

○就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、衛生委員会等への報告等の措置

義　務 努力義務

○ 事業者による労働者への対応例
＊　「就業上の措置に関する意見」をもとに、上司が部下に対して、業務整理や休憩確保、退勤時間管理
に関するアドバイスを行っている。

＊　医師による面接指導を行った長時間労働者は、その後の長時間労働の有無にかかわらず定期的に、保
健師による保健指導の対象として健康確保のためのアドバイスを行っている。

＊　「就業上の措置に関する意見」をもとに、管理・監督者による業務分担の見直し、業務スケジュール
の見直し、業務量削減、要員配置の見直しなどを行っている。
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基本的考え方
脳・心臓疾患は、その発祥の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、食生活、生活
環境等の日常生活による諸要因や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、ある
とき突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症する
ことがあります。
このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の
対象となります。

脳・心臓疾患の業務起因性の判断のフローチャート

脳・心蔵疾患の認定基準

発症直前から前日までの間におい
て、発生状況を時間的及び場所的
に明確にしうる異常な出来事に遭
遇したこと。

①　極度の緊張、興奮、恐怖、驚
がく等の強度の精神的負荷を引
き起こす突発的な又は予測困難
な異常な事態

②　緊急に強度の身体的負荷を強
いられる突発的又は予測困難な
異常な事態

③　急激で著しい作業環境の変化

①　発症直前から前日までの間に
特に過度の長時間労働が認めら
れること。

②　発症前おおむね１週間以内に
継続した長時間労働が認められ
ること。

③　休日が確保されていないこと。

発症に近接した時期において、特
に過重な業務に就労したこと。

発症前の長期間にわたって、著し
い疲労の蓄積をもたらす特に過重
な業務に就労したこと。

異常な出来事 短期間の過重業務 長期間の過重業務
業務による明らかな過重負荷

総　合　判　断　（基礎疾患の程度等）

労　働　時　間

①　勤務形態等　・不規則な勤務　　　・拘束時間の長い勤務
　　　　　　　　・出張の多い業務　　・交替制勤務、深夜勤務

②　作業環境　　・温度環境　・騒音　・時差

③　精神的緊張　・日常的に緊張を伴う業務
・発症に近接した時期における精神的緊張を伴う
業務に関連する出来事

労働時間以外の負荷要因

①　発症前１～６か月間平均で月
45時間以内の時間外労働は、
発症との関連。

②　月45時間を超えて長くなる
ほど、関連性は強まる。

③　発症前１か月間に100時間又
は２～６か月間平均で月80時
間を超える時間外労働は、発症
との関連性は強い。

労　働　時　間

業務上 ・ 業務外
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精神障害の業務起因性の判断のフローチャート

心理的負荷による精神障害の認定基準

個体側要因の評価

①　対象疾病に該当する精神障害を発症していること。

②　対象疾病の発症前おおむね６か月間に、客観的当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負
荷が認められること。

③　業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発症したとは認められないこと。

判　断　要　件（次の要件のいずれも満たす精神障害は、業務上の疾病として取り扱う。）

業務による心理的負荷の評価の判定

強度Ⅲに該当する出来事
が認められない

個体側要因がない

表１

業務以外の心理的負荷の評価表２

特別な出来事に該当する出来事がない場合

　①　「出来事」の平均的な心理的負荷の強度の判定　　　　　：　（ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ）

　②　出来事ごとの心理的負荷の総合評価　　　　　　　　　：　（ 弱、中、強 ）

　③　出来事が複数ある場合の心理的負荷の強度の全体評価　：　（ 弱、中、強 ）

※１（特別な出来事）
　①　心理的負荷が極度のもの
　　・生死に関わる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能の病気やけがをした。
　　・業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なけがを負わせた。
　　・強姦や本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為等のセクシャルハラスメントを受けた。
　②　極度の長時間労働
　　・発症直前の１か月に概ね160時間を超えるような時間外労働を行った。

※２　総合評価が「中」である出来事が複数ある場合には「中」又は「強」となる。

※１※２弱 中 強

業務上

業務外

業務外

かつ

強度Ⅲに該当する出来事が
認められる

業務以外の心理的負荷や個体側
要因により発病したのかを判断

個体側要因がある

又は
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厚生労働省は「労働者の心の健康保持増進のための指針」（メンタルヘルス対策指針）を定め、職場にお
けるメンタルヘルス対策を推進しています。
１．趣旨

この指針は、労働安全衛生法第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１項の措置の適切かつ有効な
実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の心の健康の保持増進のた
めの措置（以下「メンタルヘルスケア」という。）が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則
的な実施方法について定めるものです。
２．メンタルヘルスの基本的な考え方

事業者は、自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員
会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定する必要があります。また、その実施に当たっ
ては「４つのケア」が継続的かつ計画的に行われるよう関係者に対する教育研修・情報提供を行い、「４つのケア」
を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援等が円滑
に行われるようにする必要があるほか、さらに、メンタルヘルス対策を推進するに当たっては、「心の健康問題の
特性」、「労働者の個人情報の保護への配慮」、「人事労務管理との関係」そして「家庭・個人生活等の職場以外の
問題」に留意しなければなりません。
３．衛生委員会等のおける調査審議

メンタルヘルスケアの推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取り組みを
行うことが必要です。「心の健康づくり計画」の策定はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実施方法や
個人情報の保護に関する規程の策定等に当たっては、衛生委員会等において十分調査審議を行うことが重要です。
（労働安全衛生法第18条、労働安全衛生規則第22条、平成18年２月24日付け基発第0224003号）
４．心の健康づくり計画
「心の健康づくり計画」には、①事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。 ②事
業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。 ③事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケ
アの実施に関すること。 ④メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関する
こと。 ⑤労働者の健康情報の保護に関すること。 ⑥心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関
すること。 ⑦その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。 について、衛生委員会等で十分調査審
議し、盛り込むことが必要です。
５．４つのメンタルヘルスケアの推進

メンタルへルスケアは、①「セルフケア（ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解、ストレスへの気づき、
対処）」、②「ラインによるケア（職場環境の把握と改善、労働者からの相談対応、職場復帰における支援など）」、
③「事業場内産業保健スタッフ等によるケア（具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、事業場外
資源とのネットワークの形成やその窓口など）」、④「事業場外資源によるケア（情報提供や助言を受けるなど、サー
ビスの活用）」の「４つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要です。
６．メンタルヘルスケアの具体的な進め方

上記の「４つのケア」が適切に実施されるよう、事業場内の関係者が相互に連携し、取り組むことが必要です。

職場におけるメンタルヘルス対策

セルフケア ラインによるケア 事業場内産業保健スタッフ等
によるケア 事業場外資源によるケア

（労働者による） （管理監督者による） （産業医、衛生管理者等による） （事業場外機関・専門家による）

⑴　メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供（管理監督者を含む全ての労働者が対応）

心の健康づくり計画の策定 衛生委員会における調査審議

⑵　職場環境等の把握と改善（メンタル不調の未然防止）

⑶　メンタル不調への気づきと対応（メンタル不調に陥る労働者の早期発見と適切な対応）

⑷　職場復帰における支援
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⑴　メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等に対して、それぞれの職務に応じた教育研修・情報

提供を実施して下さい。なお、事業場内に教育研修担当者を計画的に養成することも有効です。

⑵　職場環境等の把握と改善
労働者の心の健康には以下のとおり様々な要因が影響を与えることから、職場環境等を評価して問題点

を把握するとともに、その改善を図って下さい。

⑶　メンタルヘルス不調への気づきと対応
メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減などの予防策が重要ですが、万一、メン

タルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合に、その早期発見と適切な対応を図ることが必要です。この
ため、次の３項目に関する体制を整備してください。その際は、労働者の個人情報の保護に十分留意しま
しょう。

また、民間の調査では、配置転換や転職等による「職場環境の変化」がきっかけとなってうつになり、
自殺する人が少なくないとするものもあります。
転勤や配置転換等の役割・地位の変化、仕事の失敗、仕事の量・質の変化等の際には、ストレスが高ま

ることもあります。このような時期には上司が「いつもとの違い」に注意をしたり、労働時間管理に注意
するとともに、必要に応じてセルフチェックの実施や相談対応をしたり、問題がみつかった場合は専門家
へつなぐ等、適切な対応が行われるようにしましょう。

⑷　職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、衛

生委員会等において調査審議し、職場復帰支援プログラムを策定するとともに、その実施に関する体制整
備やプログラムの組織的かつ継続的な実施により、労働者に対する支援を実施しましょう。

○労働者による自発的な相談とセルフチェック
事業場の実態に応じて、労働者の相談に応じる体制を整備するとともに、事業場外の相談機関

の活用を図るなど、労働者が自ら相談を受けられるよう必要な環境整備を行いましょう。
また、ストレスに関する調査票や情報端末機器等を活用して、セルフチェックを行うことがで

きる機会を提供することも効果的です。
○管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応
管理監督者は、日常的に労働者からの自発的な相談に対応するよう努めましょう。特に、長時

間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者などからは、話をよく聴き、適切な情報を提供し、
必要に応じ事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力して、労働者の気づきを促すよう、
保健指導、健康相談等を行うとともに、必要に応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促し
ましょう。

○労働者の家族による気づきや支援等
労働者の家族に対して、ストレスやメンタルヘルスケアの基礎知識、事業場のメンタルヘルス

相談窓口などの情報を提供しましょう。

労働者
・作業環境、作業方法、労働時間、仕事の質と量
・職場内のハラスメントを含む職場の人間関係
・職場の組織、人事労務管理体制　等

職場環境等
心の健康に影響

評価と改善
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平成18年４月１日に「労働時間分布の長短二極化」の進展、長時間労働を原因として心身の健康を損なう
労働者の増加、急速な少子高齢化の進展、労働者の意識や抱える事情の多様化を背景として施行されました。
この法律の施行によって、労働時間に関する国の施策は、年間総労働時間1800時間を目標として一律の労
働時間短縮から、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものに改善することに移行しています。
法律の具体的な内容は以下のとおりです。

１．事業主等の責務（第２条）
⑴　業務の繁閑に応じた始業及び終業時刻を設定すること、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備する
こと等、労働時間等の設定の改善を図るために必要な措置を講ずること。

⑵　健康に配慮する必要のある労働者に休暇を付与することや、子の養育、家族の介護を行う労働者、単
身赴任者、自ら教育訓練を受ける労働者等の事情を考慮して労働時間等を設定すること。

⑶　事業主団体は、構成事業主が雇用する労働者の労働時間等の設定に必要な助言、協力等を行うこと。
⑷　他の事業主との取引の際に、労働時間等の設定改善を円滑に進めることを阻害する取引条件を付けな
い等の必要な配慮をすること。

２．労働時間等設定改善指針の策定（第４条）
厚生労働大臣は、上記の事業主等の責務に対して適切に対処するために必要な事項として「労働時間等

設定改善指針（労働時間等見直しガイドライン）」（次頁参照）を定めています。

３．労働時間等の設定の改善の実施体制の整備（第６条・７条）
事業主は、労使の代表者を構成員として、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査・審議し、意見

を述べさせる委員会を設置する等、労働時間等の設定の改善を効果的に進めるために必要な体制の整備に
努めなければなりません。なお、このような委員会が、構成・運営に関する法定要件に適合する場合には
（「労働時間等設定改善委員会」）、委員会の決議を労働基準法の労使協定に代替できる特例が適用されます
（下表参照）。また、労使協定を締結し、労働時間等設定改善委員会の法定要件にも適合する場合は、既存
の衛生委員会で代替することができます。

４．労働時間等設定改善実施計画（第８条）
同一の業種の複数事業主が共同して「労働時間等設定改善実施計画」を策定し、大臣の承認を受けるこ

とで、必要な国の支援を受けることができます。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

委員会の決議が労使協定に代替できるもの 労働基準法の規定 労働基準監督署への届出の要否

１か月単位の変形労働時間制の導入 第32条の２第１項 否

フレックスタイム制の導入 第32条の３ 否（届出義務なし）

１年単位の変形労働時間制の導入 第32条の４第１項・第２項 否

１週間単位の非定型的変形労働時間制の導入 第32条の５第１項 否

交替制など一斉休憩によらない場合 第34条第２項ただし書 否（届出義務なし）

時間外・休日労働 第36条第１項 要

事業場外のみなし労働時間制 第38条の２第２項 否

専門業務型裁量労働制の導入 第38条の３第１項 否

年次有給休暇の計画的付与 第39条第５項 否（届出義務なし）
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１．労働時間等見直しガイドライン
労働時間等設定改善指針（労働時間等見直しガイドライン）とは、仕事と生活の調和の実現を目指して、

労働時間等の見直しを推進するため、厚生労働大臣が定めた「指針」であり、労働者の生活と健康に配慮
するとともに多様な働き方に対応したものへと改善するため、労働時間等について、事業主等が適切に対
処するために必要な事項が定められています。

２．「仕事と生活の調和」の実現に向けた取組
労働時間等見直しガイドラインでは、仕事と生活の調和の実現には、次のような取組が重要としています。

⑴　労使間の話合いの機会を整備しましょう。
労働時間等の見直しを図るためには、それぞれの労働者の抱える事情や企業経営の実態を踏まえ、企

業内において労使の自主的な話合いが行われることが重要です。

⑵　年次有給休暇を取得しやすい環境を整備しましょう。
年次有給休暇の取得は、労働者の健康と生活に役立つのみならず、労働者の勤労意欲の回復、生産性

の向上など企業にとっても大きな意味を持つものです。

⑶　所定外労働時間を削減しましょう。
事業主は、労働者の健康で充実した生活のため、所定外労働の削減を図ることが重要です。

※　年次有給休暇の計画的付与
22ページ（年次有給休暇の計画的付与）のとおり、年次有給休暇のうち、５日を超える分については、

労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の
平均取得率が8.6％（平成20年）高くなっており、この制度の導入は年次有給休暇の取得促進に有効で
あると考えられます。

具体的な取組例
○　労働時間等設定改善委員会の設置、開催　など

具体的な取組例
○　取得の呼びかけ等による取得しやすい雰囲気づくり

○　計画的な年次有給休暇の付与（※）

○　年次有給休暇の取得状況を確認する制度の導入

○　取得率の目標設定の検討　など

具体的な取組例
○　「ノー残業デー」、「ノー残業ウィーク」の導入・拡充

○　長時間労働の抑制（長時間労働が恒常的なものにならないようにする等）　など

労働時間等設定改善指針（平成20年厚生労働省告示第108号）
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労働契約法は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則や、判例法理に沿った労働契約の内
容の決定及び変更に関する民事的なルール等を一つの体系としてまとめた法律です。
主な内容は以下のとおりです。

● 目的・定義（第１条、第２条）
労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われる

ことを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的としています。
この法律における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者であり、「使用者」

とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。

● 労働契約の基本原則等（第３条〜第５条関係）
労働契約は、①労使対等な立場における合意によって、また、②就業の実態に応じた均衡を考慮して、

③仕事と生活の調和にも配慮して締結・変更すべきものであり、さらに、④労使ともに契約を守り信義に
従って誠実に権利を行使し、義務を履行しなければならず、⑤権利の濫用をしてはなりません。
使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする責務があり、労働契約の内容は

できる限り書面で確認しなければなりません。
使用者は、労働契約に伴い、労働者の生命・身体等の安全に配慮しなければなりません。

● 労働契約の成立・変更（第６条〜第10条関係）
労働契約は労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことの合意によっ

て成立します。
原則として、労働契約を締結する場合に、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働

者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその条件によるものとします。
労働条件は労使の合意によって変更することができます。
原則として、労働者の合意のないまま、就業規則の変更によって労働者に不利益に労働条件を変更する

ことはできません。但し、一定の要件を満たす場合には、就業規則の変更によって労働条件を変更するこ
とができます。

● 労働契約の継続・終了（第14条〜第16条関係）
使用者が、労働者に出向を命ずる場合や労働者の懲戒をする場合、労働者を解雇する場合については、

その必要性、理由などに照らして、権利の濫用と認められる場合には、無効となります。

整理解雇の有効性を判断する要素

● 有期労働契約（第17条関係）
使用者はやむを得ない事由がなければ、契約期間が満了する前に労働者を解雇することはできません。

契約締結に際しては、目的に照らして必要以上に契約期間を短くして、その契約を反復更新することのな
いよう配慮しなければなりません。

労 働 契 約 法（平成20年３月１日施行）

①　経営上の必要性
整理解雇をしなければならないほ
どの経営上の必要性が客観的に認め
られること

②　解雇回避の努力
配置転換、出向、希望退職の募集、

賃金の引下げその他整理解雇を回避
するため会社が最大限の努力を尽く
したこと

③　人選の合理性
勤続年数や年齢などの解雇の対象
者を選定する基準が合理的で、かつ
基準に沿った運用が行われているこ
と

④　労使間での協議
整理解雇の必要性やその時期、方
法、規模、人選の基準などについて、
労働者側と十分に協議をし、納得を
得るための努力を尽くしていること
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POINT １　最低賃金制度
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上賃

金を労働者に支払わなければならない制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を、労働者・使用者双方の
合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされ、
最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。

POINT ２　最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定（産業別）最低賃金の２種類があります。
地域別最低賃金及び特定（産業別）最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最

低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
・地域別最低賃金・・・・・・・産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働

者とその使用者に対して適用されるものです。
・特定（産業別）最低賃金・・・特定の業種について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別

最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるも
のについて、設定されるものです。

POINT ３　最低賃金の適用労働者
地域別最低賃金は、事業場で働く常用、臨時、パートなどの全ての労働者に適用されます。また、特定

（産業別）最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的労働者（18歳未満、65歳以上など一部の労働者
を除く）とその使用者に対して適用されます。
なお、精神又は身体の障害により一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合、使用者が労働局

長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

POINT ４　派遣労働者への適用
派遣労働者は、派遣先の最低賃金が適用されます。従って、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把

握しておく必要があります。

POINT ５　最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金

から①臨時に支払われる賃金、②１箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、③時間外労働割増賃金、④
休日労働割増賃金、⑤深夜の割増賃金、⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除外したものが、最低賃
金の対象になります。

POINT ６　最低賃金の決定
地域別最低賃金額については、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考に、そして特定

（産業別）最低賃金額については、関係労使の申出に基づき地方最低賃金審議会が必要と認めた場合に、
それぞれ地方最低賃金審議会の審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、労働局長が決定し
ます。決定後、官報に公示し、公示の日から30日経過後又は公示の日から30日経過後で指定する日に最
低賃金の効力が発生します。

POINT ７　支払われた賃金と最低賃金との比較
①時間給の場合・・・時間給≧最低賃金額（時間額）
②日給の場合・・・・日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
③月給の場合・・・・月給÷１箇月平均労働時間≧最低賃金額（時間額）

★なお、基本給が日給制で、それ以外の各手当（職務手当等）が月給制などの場合は、それぞれ上記の式に
より時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額（時間額）とを比較します。
●使用者は最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、適用される最低賃金額、参入しない賃金及び効力発効日
を常時見やすい場所へ掲示する等により労働者に周知させなければなりません。

知っておきたい最低賃金７つのポイント
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◆　　　　部分は従業員100人以下企業については平成24年７月１日から適用

１　育児休業制度
労働者は、事業主に申し出ることにより、子が１歳（子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合
には、子が１歳６か月）に達するまで、育児休業をすることができます。
また、母（父）だけでなく父（母）も育児休業をする場合には、育児休業を子が１歳２か月に達するまでの間
に１年間取ることができます（２か月分は父（母）のプラス分）。
２　介護休業制度

労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族１人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに１回、
通算して93日まで、介護休業をすることができます。
３　子の看護休暇制度

小学校入学までの子を養育する労働者は、年に５日（対象となる子が２人以上であれば年に10日）まで、病気・
けがをした子の看護のために、又は予防接種や健康診断を受けさせるために、休暇を取得することができます。
４　介護休暇制度

労働者は、常時介護を必要とする状態にある対象家族１人につき年に５日、（対象家族が２人以上であれば年
10日）まで、対象家族の介護やその他の世話をするために、休暇を取得することができます。
５　所定外労働（残業）の免除

事業主は、３歳までの子を養育する労働者から請求されれば、所定外労働（残業）を免除しなければなりません。
６　時間外労働の制限

事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者
が請求した場合においては、１か月24時間、１年150時間を超えて時間外労働をさせてはなりません。
７　深夜業の制限

事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者
が請求した場合においては、深夜において労働させてはなりません。
８　所定外労働時間の短縮（短時間勤務）制度

事業主は、３歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度（１日６時間）を設けなけ
ればなりません。なお、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認め
られる業務に従事する労働者には育児休業に関する制度に準ずる措置又は「始業時刻変更等の措置」を講じなけ
ればなりません。
９　勤務時間短縮等の措置

常時100人以下の労働者を雇用する企業にあっては、上記８の制度（育児のための所定労働時間の短縮（短時
間勤務）制度）が適用されるまで、３歳に満たない子を養育する労働者に対し、以下のいずれかの措置を講じな
ければなりません。
また、事業主は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者に対し、以下のいずれかの措置を講じなければ
なりません。
さらに、事業主は３歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者についても、以下のいずれ
かの措置を講ずるよう努めなければなりません。
・短時間勤務制度　　　・フレックスタイム制　　　・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働の制限（育児のみ）　　・託児施設の設置運営等（育児のみ）
・介護費用の援助措置等（介護のみ）　・育児休業に準ずる制度（育児のみ、１歳以上の子を養育する者への措置）

10　不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度、所定外労働（残業）の免除、
時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮（短時間勤務）制度の申出、取得等を理由とした解雇等
不利益取扱いをすることができません。
11　転勤についての配慮

事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。
12　法の実効性の確保

育児・介護休業法に定める事項に関し紛争が生じた場合、企業内における苦情の自主的解決が事業主の努力義
務となっていますが、申出により労働局長による紛争解決援助、両立支援調停会議による調停（平成22年４月１
日より）が行われます。その他、法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽の報告をした企業に対
する過料制度が設けられています。

詳しくは宮城労働局雇用均等室（〒983-8585…仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第４合同庁舎022-299-8844）まで

育児・介護休業法の概要
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１．雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
○　募集・採用、配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、
職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする差別を禁
止しています。

○　労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあ
るものとして、厚生労働省令で定める以下の３つの措置について、合理的な理由がない場合、間接差別
として禁止しています。
①　労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
②　コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じるこ
とができることを要件とすること

③　労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
※　なお、省令で規定するもの以外にも間接差別は存在し得るものであり、裁判において、間接差別
として違法と判断される場合があります。

２．妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産・産休を取得したことなど厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇や労働契約の更新を

しないことなどの不利益取扱いを禁止しています。
３．セクシュアルハラスメント対策
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主

に義務付けています。
４．母性健康管理措置
妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務付けています。

５．法の実効性の確保
紛争が生じた場合、企業内における苦情の自主的解決が事業主の努力義務となっており、また、申出に

より労働局長による紛争解決の援助、機会均等調停会議による調停が行われます。
その他、法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽の報告をした企業に対する過料制度が

あります。
詳しくは宮城労働局雇用均等室（〒983-8585　仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第４合同庁舎022-299-8844）まで

パートタイム労働者を一人でも雇っている事業主の方は・・
１．雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください。
労働基準法第15条による事項の他、「昇給・退職手当・賞与の有無」について文書の交付等により明示

しなければなりません。
２．雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください。
パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮し

た事項について説明しなければなりません。
３．パートタイム労働者と正社員の均衡（バランス）のとれた待遇を確保してください。
パートタイム労働者の賃金のうち、基本給、賞与、役付手当など職務の内容に密接に関連する賃金の決

定方法について、正社員との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験な
どを勘案して賃金を決定するよう努めてください。
４．パートタイム労働者から正社員へ転換する機会を整えてください。
正社員への転換を推進するための以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

①　正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する
②　正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える
③　パートタイム労働者が正社員に転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する
④　その他正社員への転換を推進するための措置
５．法の実効性の確保
紛争が生じた場合、企業内における苦情の自主的解決が事業主の努力義務となっており、また、申出に

より労働局長による紛争解決の援助、均衡待遇調停会議による調停が行われます。
詳しくは宮城労働局雇用均等室（〒983-8585　仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第４合同庁舎022-299-8844）まで

男女雇用機会均等法の概要

パートタイム労働法の概要

「短時間労働者（パートタイム労働者）」とは「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間
の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「準社員」など、呼び方
は違っても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
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身近に
労働基準法を
労働者が安心して働ける労働条件の確保を図るために

24年4月

宮城労働局労働基準部監督課

宮城労働局ホームページのご案内
労働基準、職業安定、雇用均等の各種制度や手続きが解説されているほか、最新のイベント
や統計資料などの情報が掲載されています。また、各種様式ダウンロードコーナーでは、労働
条件通知書、時間外・休日労働に関する協定届（36協定）、１年単位の変形労働時間制に関す
る協定届、小規模事業場のモデル就業規則をダウンロードできますので、是非、ご活用ください。

宮城労働局HP　URL　http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

お問合わせ・相談先

宮城労働局労働基準部監督課 〒983−8585 仙台市宮城野区鉄砲町１　仙台第４合同庁舎 ☎022（299）8838

仙台労働基準監督署 〒983−8507 仙台市宮城野区鉄砲町１　仙台第４合同庁舎

労働時間、賃金、解雇等労働条件一般の相談 ☎022（299）9075

管  轄 …仙台市・塩竃市・名取市・岩沼市・多賀城市・亘理郡・宮城郡・黒川郡のうち富谷町

石巻労働基準監督署 〒986−0832 石巻市泉町4−1−18 ☎0225（22）3365

管  轄 …石巻市・気仙沼市・東松島市・牡鹿郡・本吉郡
石巻労働基準監督署
気 仙 沼 臨 時 窓 口 〒981−0084 気仙沼市八日町2−1−11 ☎0226（25）6921

古川労働基準監督署 〒989−6161 大崎市古川駅南2−9−47 ☎0229（22）2112

管  轄 …大崎市・黒川郡（富谷町を除く）・加美郡・遠田郡

大河原労働基準監督署 〒989−1246 柴田郡大河原町新東24−25 ☎0224（53）2154

管  轄 …白石市・角田市・刈田郡・柴田郡・伊具郡

瀬峰労働基準監督署 〒989−4521 栗原市瀬峰下田50−8 ☎0228（38）3131

管  轄 …栗原市・登米市


